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1992年 9 月14日 設 立 年 月 日 
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ḟࠉࠉࠉ┠

　当期におけるわが国の経῭は、᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのᣑの中において

ᨻᗓの経῭対⟇、࣡クࣥࢳ᥋✀の㐍ᒎにより、全体としてはᅇ基ㄪとなりました。

　一方、航空業⏺においては人ὶ制㝈をకう⥭ᛴ事ែᐉゝ発௧等の影響もあり㠀ᖖ

にཝしい状況が続きました。

　当社においても貨物取ᢅ事業に関しては、国際⥺では長崎空 における中国ᮾ方

航空の長崎-上ᾏ౽が2020年２月より２年間以上にΏり運ఇしていることで、㍺ฟ

貨物取ᢅいはṤどありませࢇでした。また㍺入貨物取ᢅいに関しては、⩚⏣、成⏣

経⏤の㍺入貨物取ᢅいが22௳3��ৗと、前期とẚ㍑しಸቑしておりますが、主要㍺入

貨物であった長崎 Ἡクルーࢬ⯪ྥけ㈍用⯪用ရ物ရの㍺入が㏵⤯えているこ

と、及び国内⥺ᶵᮦのᑠᆺでᆺ貨物の保⛯㌿㏦が㞴しくなっていること等の理

⏤から、ࢥロナ⚝以前のᩘ㔞にはᮍࡔに㐲く及ࡤない状況です。

　不動産㈤貸事業に関しては、ࢥロナ⚝での航空ᶵᶵᮦᑠᆺ等の影響により長崎

空 発╔の航空貨物ᦚ載可能ᩘ㔞がᖜにῶᑡしたことで、主要ࢸナࣥࢺである航

空貨物௦理ᗑの事業⎔ቃがⴭしくᝏしたこと等の理⏤により、2社の㏥ᒃが発生し

ました。

　当社の第３㸮期（２㸮２１年度）営業ᴫ況はḟのとおりです。

　上㧗（営業入）　㸶１�㸳４３༓　対前期ẚ 㸳�㸮㸵㸷༓ῶᑡ（ڸ㸳�㸶㸣）

　内ヂはḟのとおりです。

ձ家㈤入　　　　　 㸶㸮�㸷㸮㸷༓  対前期ẚ ４�㸵㸶㸮༓ῶᑡ（ڸ㸳�㸳㸣）

ղ貨物取ᢅ入　　　　　　  㸶１༓　対前期ẚ   　 ４２༓ቑຍ（１１１�㸮㸣）

ճ国内貨物取ᢅ入　　    １㸮㸮༓　対前期ẚ    １㸳４༓ῶᑡ（ڸ㸴㸮�４㸣）

մࣅル・その他入　      ４㸳１༓　対前期ẚ　  １㸶㸵༓ῶᑡ（２ڸ㸷�３㸣）

　㈤貸事業のᴫ況は、ḟのとおりです。

ձ㏥ᒃとなった案௳

　2021年6月ᮎに௦理ᗑᲷ２㸮１ᐊからの㏥ᒃ及び㸷月ᮎに航空会社Ჷからの㏥ᒃで

あわせて２௳の㏥ᒃが発生しました。

ղ᪂規入ᒃとなった案௳

　2022年3月に航空会社Ჷの入ᒃが１௳発生しました。

　貨物のᢅ別ᴫ況は、ḟのとおりです。

　貨物取ᢅ事業　取ᢅᩘ㔞合計　３�㸷ࣥࢺ　対前期ẚ　２�㸮ࣥࢺቑຍ（１１㸮�㸴㸣）

　内ヂはḟのとおりです。

ձ㍺ฟᢅ（定期౽）　　　　　　　　　 ↓　対前期ẚ　　 　　↓

。ロナ⚝により2020年2月より中国ᮾ方航空上ᾏ⥺の全౽が運ఇしておりますࢥ　

ղ㍺ฟᢅ（保⛯貨物）　　 　 　㸮�１ࣥࢺ　対前期ẚ　㸮�１ࣥࢺቑຍ（全ቑ） 

　㸴月に⩚⏣経⏤㤶 ྥけ生㩭貨物の取ᢅ実⦼がࡊࡈいました。

ճ㍺ฟᢅ（ࣕࢳーター౽）　　　 　　　↓　対前期ẚ　　　　 ↓       　　　 

　前期ྠᵝ取ᢅ実⦼がࡊࡈいませࢇでした。

մ㍺入ᢅ（定期౽）　　　　　　　　　 ↓　対前期ẚ　　　　 ↓  

　前期ྠᵝ取ᢅ実⦼がࡊࡈいませࢇでした。              

յ㍺入ᢅ（保⛯貨物）　　　　　３�㸶ࣥࢺ　対前期ẚ　１�㸷ࣥࢺቑຍ（１㸮３�３㸣）

　⾰ᩱရ用間᥋部ᮦの㍺入௳ᩘがቑຍしました。

ն㍺入ᢅ（ࣕࢳーター౽）　　   　　　↓　対前期ẚ         ↓　　　　　　

　前期ྠᵝ取ᢅ実⦼がࡊࡈいませࢇでした。

　営業㈝用は、㸵㸳�㸶１㸷༓　 対前期ẚ　㸴�㸷㸶㸴༓ῶᑡ （ڸ㸶�４㸣）

となりました。

　ῶᑡした主な㈝用はḟのとおりです。

ձ人௳㈝　　　１㸶�㸮㸶１༓　 対前期ẚ  ２�４㸴㸮༓ῶᑡ（１１ڸ�㸷㸣）

ղᆅ௦家㈤　　　㸴�４㸵㸳༓　 対前期ẚ　１�㸴１㸶༓ῶᑡ（２ڸ㸮�㸮㸣）

ճಟ⧋㈝　　　　１�㸵３３༓　 対前期ẚ     㸶㸶㸴༓ῶᑡ（３３ڸ�㸶㸣）

　営業利益は、　㸳�㸵２４༓　 対前期ẚ  １�㸷㸮㸴༓ቑຍ（４㸷�㸷㸣）

となりました。

　営業外益は、　 １１３༓　 対前期ẚ     　３㸴༓ῶᑡ（２４�１ڸ㸣）

となりました。  内ヂはḟのとおりです。

ձཷ取利ᜥ　　　　 １㸮１༓　 対前期ẚ     　１㸴༓ῶᑡ（１４�３ڸ㸣）　

ղ㞧入　　　　　　 １２༓　 対前期ẚ       １㸷༓ῶᑡ（ڸ㸴㸮�㸷㸣）　

　経ᖖ利益は、　㸳�㸶３㸶༓　 対前期ẚ　１�㸶㸵㸮༓ቑຍ（４㸵�１㸣）

となりました。

　≉別損ኻは、　　 １２㸶༓　 対前期ẚ　　 　㸴３༓ῶᑡ （３３ڸ�㸮㸣）

　航空会社Ჷの間ቨ᧔ཤにకい発生したᅛ定資産除ཤ損です。

　法人⛯等は、　㸷㸵㸵༓　で前期とྠ㢠となりቑῶはࡊࡈいませࢇでした。

　結果、当期⣧利益は　４�㸵３２༓　 対前期ẚ　２㸵㸴༓ῶᑡ（ڸ㸳�㸳㸣）

となりました。

　航空会社Ჷの間切ቨ᪂タ　２�㸴㸮㸮༓

　該当事項はありませࢇ。

の対応⚝ロナࢥ（１　

　当期は長引く᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁឤᰁᣑの影響による航空貨物事業

⎔ቃのᝏ等により、入ᒃࢸナࣥࢺの᧔㏥が2௳発生し、᪂規入ᒃが1௳発生し

ました。

　営業入の㸷㸷㸣が家㈤入である当社としましては、これまで以上に空ᐊ

ゎᾘにྥけ営業ࢿࣥࣕࢳルをቑやし、᪂規ࢸナࣥࢺのㄏ⮴にྥけてᑾຊしてཧ

ります。

　ྠ時にࢥスࢺ๐ῶについても、業務の見┤しをᅗり当期以上のᚭᗏしたࢥス

。でཧりますࢇ⤌๐ῶに取ࢺ

　２）施タのရ㉁⥔持

　公ඹ的要⣲を持つ物ὶ施タにおいては、ᆅ⌫ ᬮによるẼ候変動に⪏えう

る施タ、2050年⬺Ⅳ⣲にྥけた࢝ーࣗࢽࣥ࣎ーࣛࢺルな施タ運営を求められ

ております。

　長崎┴の重要な物ὶ拠点としてᏳ全・Ᏻ心な貨物ターミナルの施タ運営を᪨

とする当社としましても、౪用開ጞᚋ２㸶年が経過し、⪁ᮙが㐍む当社施タ

の計画的な施タ⿵ಟを継続するとともに、⬺Ⅳ⣲を⪃៖したタ備᭦᪂を㐍め

てཧります。

ロナを見ᤣえた貨物取ᢅ事業ᣑ⟇の᥎㐍ࢥࢬ࢘（３　

　国内での࣡クࣥࢳの᥋✀が㐍む中、本年ኟ以㝆には航空業⏺においても人

ὶ、 物ὶのά発による空 のά性がணされます。国際⥺においても2023

年上᪪には運行開が見込まれ、ࢻࣥ࢘ࣂࣥもᚎࠎにᅇすることが期ᚅさ

れます。

　また、長崎┴の,5施タのᑟ入が決定すれࡤ、空 Ẹ営、24時間等ࠎ、

長崎空 を取りᕳく⎔ቃが一Ẽに㐍ᒎすることが期ᚅされております。

　当社としましてもࢥࢬ࢘ロナを見ᤣえた貨物取ᢅ事業ᣑ⟇の⟇定及び࣐

ーࢢࣥࢸࢣを㐍めてཧります。

　当社にとりましては㠀ᖖにཝしい経営⎔ቃが続いておりますが、引き続きすべ

ての役員・社員が༠ຊしながら、適正な航空貨物ターミナル施タの事業運営を᥎

㐍するとともに、᭦なる経営の効⋡に取り⤌ࢇでまいるᡤ存でࡊࡈいます。

　株主のⓙᵝにおかれましても、なお一ᒙのࡈ理ゎとࡈᨭを㈷りますようお

㢪い⏦し上ࡆます。

（2021年4月1日から2022年3月31日まで） 

事  業  報  告

１．会社の現況に関する事項 
（1）事業の経過及びその成果
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　当期におけるわが国の経῭は、᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのᣑの中において

ᨻᗓの経῭対⟇、࣡クࣥࢳ᥋✀の㐍ᒎにより、全体としてはᅇ基ㄪとなりました。

　一方、航空業⏺においては人ὶ制㝈をకう⥭ᛴ事ែᐉゝ発௧等の影響もあり㠀ᖖ

にཝしい状況が続きました。

　当社においても貨物取ᢅ事業に関しては、国際⥺では長崎空 における中国ᮾ方

航空の長崎-上ᾏ౽が2020年２月より２年間以上にΏり運ఇしていることで、㍺ฟ

貨物取ᢅいはṤどありませࢇでした。また㍺入貨物取ᢅいに関しては、⩚⏣、成⏣

経⏤の㍺入貨物取ᢅいが22௳3��ৗと、前期とẚ㍑しಸቑしておりますが、主要㍺入

貨物であった長崎 Ἡクルーࢬ⯪ྥけ㈍用⯪用ရ物ရの㍺入が㏵⤯えているこ

と、及び国内⥺ᶵᮦのᑠᆺでᆺ貨物の保⛯㌿㏦が㞴しくなっていること等の理

⏤から、ࢥロナ⚝以前のᩘ㔞にはᮍࡔに㐲く及ࡤない状況です。

　不動産㈤貸事業に関しては、ࢥロナ⚝での航空ᶵᶵᮦᑠᆺ等の影響により長崎

空 発╔の航空貨物ᦚ載可能ᩘ㔞がᖜにῶᑡしたことで、主要ࢸナࣥࢺである航

空貨物௦理ᗑの事業⎔ቃがⴭしくᝏしたこと等の理⏤により、2社の㏥ᒃが発生し

ました。

　当社の第３㸮期（２㸮２１年度）営業ᴫ況はḟのとおりです。

　上㧗（営業入）　㸶１�㸳４３༓　対前期ẚ 㸳�㸮㸵㸷༓ῶᑡ（ڸ㸳�㸶㸣）

　内ヂはḟのとおりです。

ձ家㈤入　　　　　 㸶㸮�㸷㸮㸷༓  対前期ẚ ４�㸵㸶㸮༓ῶᑡ（ڸ㸳�㸳㸣）

ղ貨物取ᢅ入　　　　　　  㸶１༓　対前期ẚ   　 ４２༓ቑຍ（１１１�㸮㸣）

ճ国内貨物取ᢅ入　　    １㸮㸮༓　対前期ẚ    １㸳４༓ῶᑡ（ڸ㸴㸮�４㸣）

մࣅル・その他入　      ４㸳１༓　対前期ẚ　  １㸶㸵༓ῶᑡ（２ڸ㸷�３㸣）

　㈤貸事業のᴫ況は、ḟのとおりです。

ձ㏥ᒃとなった案௳

　2021年6月ᮎに௦理ᗑᲷ２㸮１ᐊからの㏥ᒃ及び㸷月ᮎに航空会社Ჷからの㏥ᒃで

あわせて２௳の㏥ᒃが発生しました。

ղ᪂規入ᒃとなった案௳

　2022年3月に航空会社Ჷの入ᒃが１௳発生しました。

　貨物のᢅ別ᴫ況は、ḟのとおりです。

　貨物取ᢅ事業　取ᢅᩘ㔞合計　３�㸷ࣥࢺ　対前期ẚ　２�㸮ࣥࢺቑຍ（１１㸮�㸴㸣）

　内ヂはḟのとおりです。

ձ㍺ฟᢅ（定期౽）　　　　　　　　　 ↓　対前期ẚ　　 　　↓

。ロナ⚝により2020年2月より中国ᮾ方航空上ᾏ⥺の全౽が運ఇしておりますࢥ　

ղ㍺ฟᢅ（保⛯貨物）　　 　 　㸮�１ࣥࢺ　対前期ẚ　㸮�１ࣥࢺቑຍ（全ቑ） 

　㸴月に⩚⏣経⏤㤶 ྥけ生㩭貨物の取ᢅ実⦼がࡊࡈいました。

ճ㍺ฟᢅ（ࣕࢳーター౽）　　　 　　　↓　対前期ẚ　　　　 ↓       　　　 

　前期ྠᵝ取ᢅ実⦼がࡊࡈいませࢇでした。

մ㍺入ᢅ（定期౽）　　　　　　　　　 ↓　対前期ẚ　　　　 ↓  

　前期ྠᵝ取ᢅ実⦼がࡊࡈいませࢇでした。              

յ㍺入ᢅ（保⛯貨物）　　　　　３�㸶ࣥࢺ　対前期ẚ　１�㸷ࣥࢺቑຍ（１㸮３�３㸣）

　⾰ᩱရ用間᥋部ᮦの㍺入௳ᩘがቑຍしました。

ն㍺入ᢅ（ࣕࢳーター౽）　　   　　　↓　対前期ẚ         ↓　　　　　　

　前期ྠᵝ取ᢅ実⦼がࡊࡈいませࢇでした。

　営業㈝用は、㸵㸳�㸶１㸷༓　 対前期ẚ　㸴�㸷㸶㸴༓ῶᑡ （ڸ㸶�４㸣）

となりました。

　ῶᑡした主な㈝用はḟのとおりです。

ձ人௳㈝　　　１㸶�㸮㸶１༓　 対前期ẚ  ２�４㸴㸮༓ῶᑡ（１１ڸ�㸷㸣）

ղᆅ௦家㈤　　　㸴�４㸵㸳༓　 対前期ẚ　１�㸴１㸶༓ῶᑡ（２ڸ㸮�㸮㸣）

ճಟ⧋㈝　　　　１�㸵３３༓　 対前期ẚ     㸶㸶㸴༓ῶᑡ（３３ڸ�㸶㸣）

　営業利益は、　㸳�㸵２４༓　 対前期ẚ  １�㸷㸮㸴༓ቑຍ（４㸷�㸷㸣）

となりました。

　営業外益は、　 １１３༓　 対前期ẚ     　３㸴༓ῶᑡ（２４�１ڸ㸣）

となりました。  内ヂはḟのとおりです。

ձཷ取利ᜥ　　　　 １㸮１༓　 対前期ẚ     　１㸴༓ῶᑡ（１４�３ڸ㸣）　

ղ㞧入　　　　　　 １２༓　 対前期ẚ       １㸷༓ῶᑡ（ڸ㸴㸮�㸷㸣）　

　経ᖖ利益は、　㸳�㸶３㸶༓　 対前期ẚ　１�㸶㸵㸮༓ቑຍ（４㸵�１㸣）

となりました。

　≉別損ኻは、　　 １２㸶༓　 対前期ẚ　　 　㸴３༓ῶᑡ （３３ڸ�㸮㸣）

　航空会社Ჷの間ቨ᧔ཤにకい発生したᅛ定資産除ཤ損です。

　法人⛯等は、　㸷㸵㸵༓　で前期とྠ㢠となりቑῶはࡊࡈいませࢇでした。

　結果、当期⣧利益は　４�㸵３２༓　 対前期ẚ　２㸵㸴༓ῶᑡ（ڸ㸳�㸳㸣）

となりました。

　航空会社Ჷの間切ቨ᪂タ　２�㸴㸮㸮༓

　該当事項はありませࢇ。

の対応⚝ロナࢥ（１　

　当期は長引く᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁឤᰁᣑの影響による航空貨物事業

⎔ቃのᝏ等により、入ᒃࢸナࣥࢺの᧔㏥が2௳発生し、᪂規入ᒃが1௳発生し

ました。

　営業入の㸷㸷㸣が家㈤入である当社としましては、これまで以上に空ᐊ

ゎᾘにྥけ営業ࢿࣥࣕࢳルをቑやし、᪂規ࢸナࣥࢺのㄏ⮴にྥけてᑾຊしてཧ

ります。

　ྠ時にࢥスࢺ๐ῶについても、業務の見┤しをᅗり当期以上のᚭᗏしたࢥス

。でཧりますࢇ⤌๐ῶに取ࢺ

　２）施タのရ㉁⥔持

　公ඹ的要⣲を持つ物ὶ施タにおいては、ᆅ⌫ ᬮによるẼ候変動に⪏えう

る施タ、2050年⬺Ⅳ⣲にྥけた࢝ーࣗࢽࣥ࣎ーࣛࢺルな施タ運営を求められ

ております。

　長崎┴の重要な物ὶ拠点としてᏳ全・Ᏻ心な貨物ターミナルの施タ運営を᪨

とする当社としましても、౪用開ጞᚋ２㸶年が経過し、⪁ᮙが㐍む当社施タ

の計画的な施タ⿵ಟを継続するとともに、⬺Ⅳ⣲を⪃៖したタ備᭦᪂を㐍め

てཧります。

ロナを見ᤣえた貨物取ᢅ事業ᣑ⟇の᥎㐍ࢥࢬ࢘（３　

　国内での࣡クࣥࢳの᥋✀が㐍む中、本年ኟ以㝆には航空業⏺においても人

ὶ、 物ὶのά発による空 のά性がணされます。国際⥺においても2023

年上᪪には運行開が見込まれ、ࢻࣥ࢘ࣂࣥもᚎࠎにᅇすることが期ᚅさ

れます。

　また、長崎┴の,5施タのᑟ入が決定すれࡤ、空 Ẹ営、24時間等ࠎ、

長崎空 を取りᕳく⎔ቃが一Ẽに㐍ᒎすることが期ᚅされております。

　当社としましてもࢥࢬ࢘ロナを見ᤣえた貨物取ᢅ事業ᣑ⟇の⟇定及び࣐

ーࢢࣥࢸࢣを㐍めてཧります。

　当社にとりましては㠀ᖖにཝしい経営⎔ቃが続いておりますが、引き続きすべ

ての役員・社員が༠ຊしながら、適正な航空貨物ターミナル施タの事業運営を᥎

㐍するとともに、᭦なる経営の効⋡に取り⤌ࢇでまいるᡤ存でࡊࡈいます。

　株主のⓙᵝにおかれましても、なお一ᒙのࡈ理ゎとࡈᨭを㈷りますようお

㢪い⏦し上ࡆます。
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　当期におけるわが国の経῭は、᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのᣑの中において

ᨻᗓの経῭対⟇、࣡クࣥࢳ᥋✀の㐍ᒎにより、全体としてはᅇ基ㄪとなりました。

　一方、航空業⏺においては人ὶ制㝈をకう⥭ᛴ事ែᐉゝ発௧等の影響もあり㠀ᖖ

にཝしい状況が続きました。

　当社においても貨物取ᢅ事業に関しては、国際⥺では長崎空 における中国ᮾ方

航空の長崎-上ᾏ౽が2020年２月より２年間以上にΏり運ఇしていることで、㍺ฟ

貨物取ᢅいはṤどありませࢇでした。また㍺入貨物取ᢅいに関しては、⩚⏣、成⏣

経⏤の㍺入貨物取ᢅいが22௳3��ৗと、前期とẚ㍑しಸቑしておりますが、主要㍺入

貨物であった長崎 Ἡクルーࢬ⯪ྥけ㈍用⯪用ရ物ရの㍺入が㏵⤯えているこ

と、及び国内⥺ᶵᮦのᑠᆺでᆺ貨物の保⛯㌿㏦が㞴しくなっていること等の理

⏤から、ࢥロナ⚝以前のᩘ㔞にはᮍࡔに㐲く及ࡤない状況です。

　不動産㈤貸事業に関しては、ࢥロナ⚝での航空ᶵᶵᮦᑠᆺ等の影響により長崎

空 発╔の航空貨物ᦚ載可能ᩘ㔞がᖜにῶᑡしたことで、主要ࢸナࣥࢺである航

空貨物௦理ᗑの事業⎔ቃがⴭしくᝏしたこと等の理⏤により、2社の㏥ᒃが発生し

ました。

　当社の第３㸮期（２㸮２１年度）営業ᴫ況はḟのとおりです。

　上㧗（営業入）　㸶１�㸳４３༓　対前期ẚ 㸳�㸮㸵㸷༓ῶᑡ（ڸ㸳�㸶㸣）

　内ヂはḟのとおりです。

ձ家㈤入　　　　　 㸶㸮�㸷㸮㸷༓  対前期ẚ ４�㸵㸶㸮༓ῶᑡ（ڸ㸳�㸳㸣）

ղ貨物取ᢅ入　　　　　　  㸶１༓　対前期ẚ   　 ４２༓ቑຍ（１１１�㸮㸣）

ճ国内貨物取ᢅ入　　    １㸮㸮༓　対前期ẚ    １㸳４༓ῶᑡ（ڸ㸴㸮�４㸣）

մࣅル・その他入　      ４㸳１༓　対前期ẚ　  １㸶㸵༓ῶᑡ（２ڸ㸷�３㸣）

　㈤貸事業のᴫ況は、ḟのとおりです。

ձ㏥ᒃとなった案௳

　2021年6月ᮎに௦理ᗑᲷ２㸮１ᐊからの㏥ᒃ及び㸷月ᮎに航空会社Ჷからの㏥ᒃで

あわせて２௳の㏥ᒃが発生しました。

ղ᪂規入ᒃとなった案௳

　2022年3月に航空会社Ჷの入ᒃが１௳発生しました。

　貨物のᢅ別ᴫ況は、ḟのとおりです。

　貨物取ᢅ事業　取ᢅᩘ㔞合計　３�㸷ࣥࢺ　対前期ẚ　２�㸮ࣥࢺቑຍ（１１㸮�㸴㸣）

　内ヂはḟのとおりです。

ձ㍺ฟᢅ（定期౽）　　　　　　　　　 ↓　対前期ẚ　　 　　↓

。ロナ⚝により2020年2月より中国ᮾ方航空上ᾏ⥺の全౽が運ఇしておりますࢥ　

ղ㍺ฟᢅ（保⛯貨物）　　 　 　㸮�１ࣥࢺ　対前期ẚ　㸮�１ࣥࢺቑຍ（全ቑ） 

　㸴月に⩚⏣経⏤㤶 ྥけ生㩭貨物の取ᢅ実⦼がࡊࡈいました。

ճ㍺ฟᢅ（ࣕࢳーター౽）　　　 　　　↓　対前期ẚ　　　　 ↓       　　　 

　前期ྠᵝ取ᢅ実⦼がࡊࡈいませࢇでした。
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　⾰ᩱရ用間᥋部ᮦの㍺入௳ᩘがቑຍしました。
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　営業㈝用は、㸵㸳�㸶１㸷༓　 対前期ẚ　㸴�㸷㸶㸴༓ῶᑡ （ڸ㸶�４㸣）

となりました。
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　≉別損ኻは、　　 １２㸶༓　 対前期ẚ　　 　㸴３༓ῶᑡ （３３ڸ�㸮㸣）

　航空会社Ჷの間ቨ᧔ཤにకい発生したᅛ定資産除ཤ損です。

　法人⛯等は、　㸷㸵㸵༓　で前期とྠ㢠となりቑῶはࡊࡈいませࢇでした。

　結果、当期⣧利益は　４�㸵３２༓　 対前期ẚ　２㸵㸴༓ῶᑡ（ڸ㸳�㸳㸣）

となりました。

　航空会社Ჷの間切ቨ᪂タ　２�㸴㸮㸮༓

　該当事項はありませࢇ。

の対応⚝ロナࢥ（１　
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⎔ቃのᝏ等により、入ᒃࢸナࣥࢺの᧔㏥が2௳発生し、᪂規入ᒃが1௳発生し

ました。

　営業入の㸷㸷㸣が家㈤入である当社としましては、これまで以上に空ᐊ

ゎᾘにྥけ営業ࢿࣥࣕࢳルをቑやし、᪂規ࢸナࣥࢺのㄏ⮴にྥけてᑾຊしてཧ

ります。

　ྠ時にࢥスࢺ๐ῶについても、業務の見┤しをᅗり当期以上のᚭᗏしたࢥス

。でཧりますࢇ⤌๐ῶに取ࢺ
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てཧります。
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ります。

　ྠ時にࢥスࢺ๐ῶについても、業務の見┤しをᅗり当期以上のᚭᗏしたࢥス

。でཧりますࢇ⤌๐ῶに取ࢺ

　２）施タのရ㉁⥔持

　公ඹ的要⣲を持つ物ὶ施タにおいては、ᆅ⌫ ᬮによるẼ候変動に⪏えう

る施タ、2050年⬺Ⅳ⣲にྥけた࢝ーࣗࢽࣥ࣎ーࣛࢺルな施タ運営を求められ

ております。

　長崎┴の重要な物ὶ拠点としてᏳ全・Ᏻ心な貨物ターミナルの施タ運営を᪨

とする当社としましても、౪用開ጞᚋ２㸶年が経過し、⪁ᮙが㐍む当社施タ

の計画的な施タ⿵ಟを継続するとともに、⬺Ⅳ⣲を⪃៖したタ備᭦᪂を㐍め

てཧります。

ロナを見ᤣえた貨物取ᢅ事業ᣑ⟇の᥎㐍ࢥࢬ࢘（３　

　国内での࣡クࣥࢳの᥋✀が㐍む中、本年ኟ以㝆には航空業⏺においても人

ὶ、 物ὶのά発による空 のά性がணされます。国際⥺においても2023

年上᪪には運行開が見込まれ、ࢻࣥ࢘ࣂࣥもᚎࠎにᅇすることが期ᚅさ

れます。

　また、長崎┴の,5施タのᑟ入が決定すれࡤ、空 Ẹ営、24時間等ࠎ、

長崎空 を取りᕳく⎔ቃが一Ẽに㐍ᒎすることが期ᚅされております。

　当社としましてもࢥࢬ࢘ロナを見ᤣえた貨物取ᢅ事業ᣑ⟇の⟇定及び࣐

ーࢢࣥࢸࢣを㐍めてཧります。

　当社にとりましては㠀ᖖにཝしい経営⎔ቃが続いておりますが、引き続きすべ

ての役員・社員が༠ຊしながら、適正な航空貨物ターミナル施タの事業運営を᥎

㐍するとともに、᭦なる経営の効⋡に取り⤌ࢇでまいるᡤ存でࡊࡈいます。

　株主のⓙᵝにおかれましても、なお一ᒙのࡈ理ゎとࡈᨭを㈷りますようお

㢪い⏦し上ࡆます。

（2）設備投資の状況

（3） 資金調達の状況

（4）対処すべき課題
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　当期におけるわが国の経῭は、᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのᣑの中において

ᨻᗓの経῭対⟇、࣡クࣥࢳ᥋✀の㐍ᒎにより、全体としてはᅇ基ㄪとなりました。

　一方、航空業⏺においては人ὶ制㝈をకう⥭ᛴ事ែᐉゝ発௧等の影響もあり㠀ᖖ

にཝしい状況が続きました。

　当社においても貨物取ᢅ事業に関しては、国際⥺では長崎空 における中国ᮾ方

航空の長崎-上ᾏ౽が2020年２月より２年間以上にΏり運ఇしていることで、㍺ฟ

貨物取ᢅいはṤどありませࢇでした。また㍺入貨物取ᢅいに関しては、⩚⏣、成⏣

経⏤の㍺入貨物取ᢅいが22௳3��ৗと、前期とẚ㍑しಸቑしておりますが、主要㍺入

貨物であった長崎 Ἡクルーࢬ⯪ྥけ㈍用⯪用ရ物ရの㍺入が㏵⤯えているこ

と、及び国内⥺ᶵᮦのᑠᆺでᆺ貨物の保⛯㌿㏦が㞴しくなっていること等の理

⏤から、ࢥロナ⚝以前のᩘ㔞にはᮍࡔに㐲く及ࡤない状況です。

　不動産㈤貸事業に関しては、ࢥロナ⚝での航空ᶵᶵᮦᑠᆺ等の影響により長崎

空 発╔の航空貨物ᦚ載可能ᩘ㔞がᖜにῶᑡしたことで、主要ࢸナࣥࢺである航

空貨物௦理ᗑの事業⎔ቃがⴭしくᝏしたこと等の理⏤により、2社の㏥ᒃが発生し

ました。

　当社の第３㸮期（２㸮２１年度）営業ᴫ況はḟのとおりです。

　上㧗（営業入）　㸶１�㸳４３༓　対前期ẚ 㸳�㸮㸵㸷༓ῶᑡ（ڸ㸳�㸶㸣）

　内ヂはḟのとおりです。

ձ家㈤入　　　　　 㸶㸮�㸷㸮㸷༓  対前期ẚ ４�㸵㸶㸮༓ῶᑡ（ڸ㸳�㸳㸣）

ղ貨物取ᢅ入　　　　　　  㸶１༓　対前期ẚ   　 ４２༓ቑຍ（１１１�㸮㸣）

ճ国内貨物取ᢅ入　　    １㸮㸮༓　対前期ẚ    １㸳４༓ῶᑡ（ڸ㸴㸮�４㸣）

մࣅル・その他入　      ４㸳１༓　対前期ẚ　  １㸶㸵༓ῶᑡ（２ڸ㸷�３㸣）

　㈤貸事業のᴫ況は、ḟのとおりです。

ձ㏥ᒃとなった案௳

　2021年6月ᮎに௦理ᗑᲷ２㸮１ᐊからの㏥ᒃ及び㸷月ᮎに航空会社Ჷからの㏥ᒃで

あわせて２௳の㏥ᒃが発生しました。

ղ᪂規入ᒃとなった案௳

　2022年3月に航空会社Ჷの入ᒃが１௳発生しました。

　貨物のᢅ別ᴫ況は、ḟのとおりです。

　貨物取ᢅ事業　取ᢅᩘ㔞合計　３�㸷ࣥࢺ　対前期ẚ　２�㸮ࣥࢺቑຍ（１１㸮�㸴㸣）

　内ヂはḟのとおりです。

ձ㍺ฟᢅ（定期౽）　　　　　　　　　 ↓　対前期ẚ　　 　　↓

。ロナ⚝により2020年2月より中国ᮾ方航空上ᾏ⥺の全౽が運ఇしておりますࢥ　

ղ㍺ฟᢅ（保⛯貨物）　　 　 　㸮�１ࣥࢺ　対前期ẚ　㸮�１ࣥࢺቑຍ（全ቑ） 

　㸴月に⩚⏣経⏤㤶 ྥけ生㩭貨物の取ᢅ実⦼がࡊࡈいました。

ճ㍺ฟᢅ（ࣕࢳーター౽）　　　 　　　↓　対前期ẚ　　　　 ↓       　　　 

　前期ྠᵝ取ᢅ実⦼がࡊࡈいませࢇでした。

մ㍺入ᢅ（定期౽）　　　　　　　　　 ↓　対前期ẚ　　　　 ↓  

　前期ྠᵝ取ᢅ実⦼がࡊࡈいませࢇでした。              

յ㍺入ᢅ（保⛯貨物）　　　　　３�㸶ࣥࢺ　対前期ẚ　１�㸷ࣥࢺቑຍ（１㸮３�３㸣）

　⾰ᩱရ用間᥋部ᮦの㍺入௳ᩘがቑຍしました。

ն㍺入ᢅ（ࣕࢳーター౽）　　   　　　↓　対前期ẚ         ↓　　　　　　

　前期ྠᵝ取ᢅ実⦼がࡊࡈいませࢇでした。

　営業㈝用は、㸵㸳�㸶１㸷༓　 対前期ẚ　㸴�㸷㸶㸴༓ῶᑡ （ڸ㸶�４㸣）

となりました。

　ῶᑡした主な㈝用はḟのとおりです。

ձ人௳㈝　　　１㸶�㸮㸶１༓　 対前期ẚ  ２�４㸴㸮༓ῶᑡ（１１ڸ�㸷㸣）

ղᆅ௦家㈤　　　㸴�４㸵㸳༓　 対前期ẚ　１�㸴１㸶༓ῶᑡ（２ڸ㸮�㸮㸣）

ճಟ⧋㈝　　　　１�㸵３３༓　 対前期ẚ     㸶㸶㸴༓ῶᑡ（３３ڸ�㸶㸣）

　営業利益は、　㸳�㸵２４༓　 対前期ẚ  １�㸷㸮㸴༓ቑຍ（４㸷�㸷㸣）

となりました。

　営業外益は、　 １１３༓　 対前期ẚ     　３㸴༓ῶᑡ（２４�１ڸ㸣）

となりました。  内ヂはḟのとおりです。

ձཷ取利ᜥ　　　　 １㸮１༓　 対前期ẚ     　１㸴༓ῶᑡ（１４�３ڸ㸣）　

ղ㞧入　　　　　　 １２༓　 対前期ẚ       １㸷༓ῶᑡ（ڸ㸴㸮�㸷㸣）　

　経ᖖ利益は、　㸳�㸶３㸶༓　 対前期ẚ　１�㸶㸵㸮༓ቑຍ（４㸵�１㸣）

となりました。

　≉別損ኻは、　　 １２㸶༓　 対前期ẚ　　 　㸴３༓ῶᑡ （３３ڸ�㸮㸣）

　航空会社Ჷの間ቨ᧔ཤにకい発生したᅛ定資産除ཤ損です。

　法人⛯等は、　㸷㸵㸵༓　で前期とྠ㢠となりቑῶはࡊࡈいませࢇでした。

　結果、当期⣧利益は　４�㸵３２༓　 対前期ẚ　２㸵㸴༓ῶᑡ（ڸ㸳�㸳㸣）

となりました。

　航空会社Ჷの間切ቨ᪂タ　２�㸴㸮㸮༓

　該当事項はありませࢇ。

の対応⚝ロナࢥ（１　

　当期は長引く᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁឤᰁᣑの影響による航空貨物事業

⎔ቃのᝏ等により、入ᒃࢸナࣥࢺの᧔㏥が2௳発生し、᪂規入ᒃが1௳発生し

ました。

　営業入の㸷㸷㸣が家㈤入である当社としましては、これまで以上に空ᐊ

ゎᾘにྥけ営業ࢿࣥࣕࢳルをቑやし、᪂規ࢸナࣥࢺのㄏ⮴にྥけてᑾຊしてཧ

ります。

　ྠ時にࢥスࢺ๐ῶについても、業務の見┤しをᅗり当期以上のᚭᗏしたࢥス

。でཧりますࢇ⤌๐ῶに取ࢺ

　２）施タのရ㉁⥔持

　公ඹ的要⣲を持つ物ὶ施タにおいては、ᆅ⌫ ᬮによるẼ候変動に⪏えう

る施タ、2050年⬺Ⅳ⣲にྥけた࢝ーࣗࢽࣥ࣎ーࣛࢺルな施タ運営を求められ

ております。

　長崎┴の重要な物ὶ拠点としてᏳ全・Ᏻ心な貨物ターミナルの施タ運営を᪨

とする当社としましても、౪用開ጞᚋ２㸶年が経過し、⪁ᮙが㐍む当社施タ

の計画的な施タ⿵ಟを継続するとともに、⬺Ⅳ⣲を⪃៖したタ備᭦᪂を㐍め

てཧります。

ロナを見ᤣえた貨物取ᢅ事業ᣑ⟇の᥎㐍ࢥࢬ࢘（３　

　国内での࣡クࣥࢳの᥋✀が㐍む中、本年ኟ以㝆には航空業⏺においても人

ὶ、 物ὶのά発による空 のά性がணされます。国際⥺においても2023

年上᪪には運行開が見込まれ、ࢻࣥ࢘ࣂࣥもᚎࠎにᅇすることが期ᚅさ

れます。

　また、長崎┴の,5施タのᑟ入が決定すれࡤ、空 Ẹ営、24時間等ࠎ、

長崎空 を取りᕳく⎔ቃが一Ẽに㐍ᒎすることが期ᚅされております。

　当社としましてもࢥࢬ࢘ロナを見ᤣえた貨物取ᢅ事業ᣑ⟇の⟇定及び࣐

ーࢢࣥࢸࢣを㐍めてཧります。

　当社にとりましては㠀ᖖにཝしい経営⎔ቃが続いておりますが、引き続きすべ

ての役員・社員が༠ຊしながら、適正な航空貨物ターミナル施タの事業運営を᥎

㐍するとともに、᭦なる経営の効⋡に取り⤌ࢇでまいるᡤ存でࡊࡈいます。

　株主のⓙᵝにおかれましても、なお一ᒙのࡈ理ゎとࡈᨭを㈷りますようお

㢪い⏦し上ࡆます。

（5）財産及び損益の状況の推移

（6）主要な事業内容

（7）従業員の状況

航空貨物ターミナルの経営

貨物のⲴ役、保⟶及びᲕໟ

ᗑ⯒、事務ᡤ、上ᒇ、ᗜ、Ⲵᤍ施タの⟶理及び㈤貸

（2022年 3 月3 1日⌧ᅾ）

（༢㸸༓）

༊   分

⏨

ዪ

合計又はᖹᆒ

従 業 員 ᩘ

１ྡ

１ྡ

２ྡ

ᖹ ᆒ 年 㱋

61�0ᡯ

22�0ᡯ

41�5ᡯ

前期ᮎẚቑῶ

１ྡ

　１ྡڹ

㸮ྡ

ᖹᆒ続年ᩘ

0��年

0�0年

0�4年

(注)１株当り当期⣧利益のࡳ༢はであり、期ᮎ発行῭株式ᩘに基づき算ฟしております。

༊ 　分

　　上　　㧗

⣧　　資　　産

⥲　　資　　産

経　ᖖ　利　益

１　株　当　り

当 期 ⣧ 利 益

当 期 ⣧ 利 益

第26期
(201�年度)

第2�期
(201�年度)

第2�期
(2019年度)

第29期
(2020年度)

92�3��

���9�

6�412

296

959�4�3

9�5�361

90�9�9

6��0�

3��31

1�6

963�315

9�9��13

���210

2�64�

3�35�

155

966�6�2

992�020

�6�622

3�96�

5�00�

231

9�1�6�1

99��140

第30期
(2021年度)

�1�543

5��3�

4��32

21�

��6�413

����12�
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　当期におけるわが国の経῭は、᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのᣑの中において

ᨻᗓの経῭対⟇、࣡クࣥࢳ᥋✀の㐍ᒎにより、全体としてはᅇ基ㄪとなりました。

　一方、航空業⏺においては人ὶ制㝈をకう⥭ᛴ事ែᐉゝ発௧等の影響もあり㠀ᖖ

にཝしい状況が続きました。

　当社においても貨物取ᢅ事業に関しては、国際⥺では長崎空 における中国ᮾ方

航空の長崎-上ᾏ౽が2020年２月より２年間以上にΏり運ఇしていることで、㍺ฟ

貨物取ᢅいはṤどありませࢇでした。また㍺入貨物取ᢅいに関しては、⩚⏣、成⏣

経⏤の㍺入貨物取ᢅいが22௳3��ৗと、前期とẚ㍑しಸቑしておりますが、主要㍺入

貨物であった長崎 Ἡクルーࢬ⯪ྥけ㈍用⯪用ရ物ရの㍺入が㏵⤯えているこ

と、及び国内⥺ᶵᮦのᑠᆺでᆺ貨物の保⛯㌿㏦が㞴しくなっていること等の理

⏤から、ࢥロナ⚝以前のᩘ㔞にはᮍࡔに㐲く及ࡤない状況です。

　不動産㈤貸事業に関しては、ࢥロナ⚝での航空ᶵᶵᮦᑠᆺ等の影響により長崎

空 発╔の航空貨物ᦚ載可能ᩘ㔞がᖜにῶᑡしたことで、主要ࢸナࣥࢺである航

空貨物௦理ᗑの事業⎔ቃがⴭしくᝏしたこと等の理⏤により、2社の㏥ᒃが発生し

ました。

　当社の第３㸮期（２㸮２１年度）営業ᴫ況はḟのとおりです。

　上㧗（営業入）　㸶１�㸳４３༓　対前期ẚ 㸳�㸮㸵㸷༓ῶᑡ（ڸ㸳�㸶㸣）

　内ヂはḟのとおりです。

ձ家㈤入　　　　　 㸶㸮�㸷㸮㸷༓  対前期ẚ ４�㸵㸶㸮༓ῶᑡ（ڸ㸳�㸳㸣）

ղ貨物取ᢅ入　　　　　　  㸶１༓　対前期ẚ   　 ４２༓ቑຍ（１１１�㸮㸣）

ճ国内貨物取ᢅ入　　    １㸮㸮༓　対前期ẚ    １㸳４༓ῶᑡ（ڸ㸴㸮�４㸣）

մࣅル・その他入　      ４㸳１༓　対前期ẚ　  １㸶㸵༓ῶᑡ（２ڸ㸷�３㸣）

　㈤貸事業のᴫ況は、ḟのとおりです。

ձ㏥ᒃとなった案௳

　2021年6月ᮎに௦理ᗑᲷ２㸮１ᐊからの㏥ᒃ及び㸷月ᮎに航空会社Ჷからの㏥ᒃで

あわせて２௳の㏥ᒃが発生しました。

ղ᪂規入ᒃとなった案௳

　2022年3月に航空会社Ჷの入ᒃが１௳発生しました。

　貨物のᢅ別ᴫ況は、ḟのとおりです。

　貨物取ᢅ事業　取ᢅᩘ㔞合計　３�㸷ࣥࢺ　対前期ẚ　２�㸮ࣥࢺቑຍ（１１㸮�㸴㸣）

　内ヂはḟのとおりです。

ձ㍺ฟᢅ（定期౽）　　　　　　　　　 ↓　対前期ẚ　　 　　↓

。ロナ⚝により2020年2月より中国ᮾ方航空上ᾏ⥺の全౽が運ఇしておりますࢥ　

ղ㍺ฟᢅ（保⛯貨物）　　 　 　㸮�１ࣥࢺ　対前期ẚ　㸮�１ࣥࢺቑຍ（全ቑ） 

　㸴月に⩚⏣経⏤㤶 ྥけ生㩭貨物の取ᢅ実⦼がࡊࡈいました。

ճ㍺ฟᢅ（ࣕࢳーター౽）　　　 　　　↓　対前期ẚ　　　　 ↓       　　　 

　前期ྠᵝ取ᢅ実⦼がࡊࡈいませࢇでした。

մ㍺入ᢅ（定期౽）　　　　　　　　　 ↓　対前期ẚ　　　　 ↓  

　前期ྠᵝ取ᢅ実⦼がࡊࡈいませࢇでした。              

յ㍺入ᢅ（保⛯貨物）　　　　　３�㸶ࣥࢺ　対前期ẚ　１�㸷ࣥࢺቑຍ（１㸮３�３㸣）

　⾰ᩱရ用間᥋部ᮦの㍺入௳ᩘがቑຍしました。

ն㍺入ᢅ（ࣕࢳーター౽）　　   　　　↓　対前期ẚ         ↓　　　　　　

　前期ྠᵝ取ᢅ実⦼がࡊࡈいませࢇでした。

　営業㈝用は、㸵㸳�㸶１㸷༓　 対前期ẚ　㸴�㸷㸶㸴༓ῶᑡ （ڸ㸶�４㸣）

となりました。

　ῶᑡした主な㈝用はḟのとおりです。

ձ人௳㈝　　　１㸶�㸮㸶１༓　 対前期ẚ  ２�４㸴㸮༓ῶᑡ（１１ڸ�㸷㸣）

ղᆅ௦家㈤　　　㸴�４㸵㸳༓　 対前期ẚ　１�㸴１㸶༓ῶᑡ（２ڸ㸮�㸮㸣）

ճಟ⧋㈝　　　　１�㸵３３༓　 対前期ẚ     㸶㸶㸴༓ῶᑡ（３３ڸ�㸶㸣）

　営業利益は、　㸳�㸵２４༓　 対前期ẚ  １�㸷㸮㸴༓ቑຍ（４㸷�㸷㸣）

となりました。

　営業外益は、　 １１３༓　 対前期ẚ     　３㸴༓ῶᑡ（２４�１ڸ㸣）

となりました。  内ヂはḟのとおりです。

ձཷ取利ᜥ　　　　 １㸮１༓　 対前期ẚ     　１㸴༓ῶᑡ（１４�３ڸ㸣）　

ղ㞧入　　　　　　 １２༓　 対前期ẚ       １㸷༓ῶᑡ（ڸ㸴㸮�㸷㸣）　

　経ᖖ利益は、　㸳�㸶３㸶༓　 対前期ẚ　１�㸶㸵㸮༓ቑຍ（４㸵�１㸣）

となりました。

　≉別損ኻは、　　 １２㸶༓　 対前期ẚ　　 　㸴３༓ῶᑡ （３３ڸ�㸮㸣）

　航空会社Ჷの間ቨ᧔ཤにకい発生したᅛ定資産除ཤ損です。

　法人⛯等は、　㸷㸵㸵༓　で前期とྠ㢠となりቑῶはࡊࡈいませࢇでした。

　結果、当期⣧利益は　４�㸵３２༓　 対前期ẚ　２㸵㸴༓ῶᑡ（ڸ㸳�㸳㸣）

となりました。

　航空会社Ჷの間切ቨ᪂タ　２�㸴㸮㸮༓

　該当事項はありませࢇ。

の対応⚝ロナࢥ（１　

　当期は長引く᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁឤᰁᣑの影響による航空貨物事業

⎔ቃのᝏ等により、入ᒃࢸナࣥࢺの᧔㏥が2௳発生し、᪂規入ᒃが1௳発生し

ました。

　営業入の㸷㸷㸣が家㈤入である当社としましては、これまで以上に空ᐊ

ゎᾘにྥけ営業ࢿࣥࣕࢳルをቑやし、᪂規ࢸナࣥࢺのㄏ⮴にྥけてᑾຊしてཧ

ります。

　ྠ時にࢥスࢺ๐ῶについても、業務の見┤しをᅗり当期以上のᚭᗏしたࢥス

。でཧりますࢇ⤌๐ῶに取ࢺ

　２）施タのရ㉁⥔持

　公ඹ的要⣲を持つ物ὶ施タにおいては、ᆅ⌫ ᬮによるẼ候変動に⪏えう

る施タ、2050年⬺Ⅳ⣲にྥけた࢝ーࣗࢽࣥ࣎ーࣛࢺルな施タ運営を求められ

ております。

　長崎┴の重要な物ὶ拠点としてᏳ全・Ᏻ心な貨物ターミナルの施タ運営を᪨

とする当社としましても、౪用開ጞᚋ２㸶年が経過し、⪁ᮙが㐍む当社施タ

の計画的な施タ⿵ಟを継続するとともに、⬺Ⅳ⣲を⪃៖したタ備᭦᪂を㐍め

てཧります。

ロナを見ᤣえた貨物取ᢅ事業ᣑ⟇の᥎㐍ࢥࢬ࢘（３　

　国内での࣡クࣥࢳの᥋✀が㐍む中、本年ኟ以㝆には航空業⏺においても人

ὶ、 物ὶのά発による空 のά性がணされます。国際⥺においても2023

年上᪪には運行開が見込まれ、ࢻࣥ࢘ࣂࣥもᚎࠎにᅇすることが期ᚅさ

れます。

　また、長崎┴の,5施タのᑟ入が決定すれࡤ、空 Ẹ営、24時間等ࠎ、

長崎空 を取りᕳく⎔ቃが一Ẽに㐍ᒎすることが期ᚅされております。

　当社としましてもࢥࢬ࢘ロナを見ᤣえた貨物取ᢅ事業ᣑ⟇の⟇定及び࣐

ーࢢࣥࢸࢣを㐍めてཧります。

　当社にとりましては㠀ᖖにཝしい経営⎔ቃが続いておりますが、引き続きすべ

ての役員・社員が༠ຊしながら、適正な航空貨物ターミナル施タの事業運営を᥎

㐍するとともに、᭦なる経営の効⋡に取り⤌ࢇでまいるᡤ存でࡊࡈいます。

　株主のⓙᵝにおかれましても、なお一ᒙのࡈ理ゎとࡈᨭを㈷りますようお

㢪い⏦し上ࡆます。

（5）財産及び損益の状況の推移

（6）主要な事業内容

（7）従業員の状況

航空貨物ターミナルの経営

貨物のⲴ役、保⟶及びᲕໟ

ᗑ⯒、事務ᡤ、上ᒇ、ᗜ、Ⲵᤍ施タの⟶理及び㈤貸

（2022年 3 月3 1日⌧ᅾ）

（༢㸸༓）

༊   分

⏨

ዪ

合計又はᖹᆒ

従 業 員 ᩘ

１ྡ

１ྡ

２ྡ

ᖹ ᆒ 年 㱋

61�0ᡯ

22�0ᡯ

41�5ᡯ

前期ᮎẚቑῶ

１ྡ

　１ྡڹ

㸮ྡ

ᖹᆒ続年ᩘ

0��年

0�0年

0�4年

(注)１株当り当期⣧利益のࡳ༢はであり、期ᮎ発行῭株式ᩘに基づき算ฟしております。

༊ 　分

　　上　　㧗

⣧　　資　　産

⥲　　資　　産

経　ᖖ　利　益

１　株　当　り

当 期 ⣧ 利 益

当 期 ⣧ 利 益

第26期
(201�年度)

第2�期
(201�年度)

第2�期
(2019年度)

第29期
(2020年度)

92�3��

���9�

6�412

296

959�4�3

9�5�361

90�9�9

6��0�

3��31

1�6

963�315

9�9��13

���210

2�64�

3�35�

155

966�6�2

992�020

�6�622

3�96�

5�00�

231

9�1�6�1

99��140

第30期
(2021年度)

�1�543

5��3�

4��32

21�

��6�413

����12�

（8）主要な借入先及び借入額

該当事項はありませࢇ。

（1）発行可能株式総数

（2）発行済株式の総数

（3）株　主　数

（4）大　株　主

株

株

ྡ

32�000

21�660

51

該当事項はありませࢇ。

２．会社の株式に関する事項 

３．会社の新株予約権等に関する事項

（2022年3月31日⌧ᅾ）

当 社  の ฟ 資 状 況
株 主 ྡ

持 株 ᩘ ㆟決ᶒẚ⋡

長 崎 ┴

長崎空 ࣅルࢢࣥࢹ株式会社

日 本 航 空 株 式 会 社

 ᮧ ᕷ

日 本 通 運 株 式 会 社

㸿㹌㸿࣍ールࢢࣥࢹス株式会社

株 式 会 社 十 ඵ ぶ  㖟 行

す  ᕞ  ᗜ 株 式 会 社

ᯇ ⸨ ၟ 事 株 式 会 社

Ᏻ 㐩 株 式 会 社

ྡ㕲ࢦールࣥࢹ航空株式会社

株 㸣5�300

3�5�0

1�400

1�060

1�000

1�000

�40

600

520

520

400

24�46

16�52

6�46

4��9

4�61

4�61

3���

2���

2�40

2�40

1��4
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（1）取締役及び監査役の状況

４．会社役員に関する事項

（2022年3月31日⌧ᅾ）

ᆅ及びᢸ当 Ặ ྡ 重要なව職の状況

௦表取締役社長

௦表取締役専務

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

ᖖ  監 査 役

䭜 本 ᨻ ⨾

㐲 ⸨ ┿ ⍆

᪩✄⏣　ᬛ　ோ

ⓙⰋ⏣　　　保

手 ᓥ 　 ῟

ᒣ　下　一㑻

Ώ 㑓 ᆂ 

ⓑᮌཎ　　　ⱱ

䭜 　 ᏹ 成

ᯇ ⸨ ❶ ႐

Ᏻ　㐩　㈼一㑻

長 ℊ ᾏ 

(注)１㸬

２㸬

３㸬

４㸬

㸳㸬

監査役　長ℊᾏẶは、会社法第２条第１㸴号に定める社外監査役であります。

２㸮２１年㸴月２㸳日開ദの第２㸷期定時株主⥲会⤊結の時をもって、Ọ㑻Ặは

取締役を㎡任し、௦表取締役社長を㏥任いたしました。

取締役䭜本ᨻ⨾Ặが２㸮２１年㸴月２㸳日開ദの第２ᅇ取締役会において、௦表取締

役社長にᑵ任いたしました。

２㸮２１年㸴月２㸳日開ദの第２㸷期定時株主⥲会⤊結の時をもって、取締役 ᾆ┿ᶞẶ、

ᕸᚿẶの２Ặは㎡任いたしました。

２㸮２１年㸴月２㸳日開ദの第２㸷期定時株主⥲会において、取締役 ᪩✄⏣ᬛோẶ、

ⓙⰋ⏣保Ặ、手ᓥ῟Ặの３Ặが選任され、ᑵ任いたしました。

長崎空 ࣅルࢢࣥࢹ株式会社

長崎┴

長崎空 ࣅルࢢࣥࢹ株式会社

日本航空株式会社

ᮧᕷ

株式会社㸿㹌㸿 㹁㹟㹰㹥㹭

日本通運株式会社

すᕞᗜ株式会社

ᯇ⸨ၟ事株式会社

Ᏻ㐩株式会社

（専務取締役）

（ᆅᇦ⯆部長）

（航空部長）

（日本ᆅ༊貨物㈍ᨭᗑᕞ㈍部部長）

（ᕷ長）

（ᖖ務取締役）

（⚟ᒸ航空統ᣓᨭᗑ長）

（௦表取締役社長）

（௦表取締役）

（取締役会長）

（2）取締役及び監査役の報酬等の額
取締役　　2ྡ　　5�3��༓ �うち社外　0ྡ       0�

監査役　　1ྡ　　2�1��༓ �うち社外　1ྡ 2�1��༓�
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（1）取締役及び監査役の状況

４．会社役員に関する事項

（2022年3月31日⌧ᅾ）

ᆅ及びᢸ当 Ặ ྡ 重要なව職の状況

௦表取締役社長

௦表取締役専務

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

ᖖ  監 査 役

䭜 本 ᨻ ⨾

㐲 ⸨ ┿ ⍆

᪩✄⏣　ᬛ　ோ

ⓙⰋ⏣　　　保

手 ᓥ 　 ῟

ᒣ　下　一㑻

Ώ 㑓 ᆂ 

ⓑᮌཎ　　　ⱱ

䭜 　 ᏹ 成

ᯇ ⸨ ❶ ႐

Ᏻ　㐩　㈼一㑻

長 ℊ ᾏ 

(注)１㸬

２㸬

３㸬

４㸬

㸳㸬

監査役　長ℊᾏẶは、会社法第２条第１㸴号に定める社外監査役であります。

２㸮２１年㸴月２㸳日開ദの第２㸷期定時株主⥲会⤊結の時をもって、Ọ㑻Ặは

取締役を㎡任し、௦表取締役社長を㏥任いたしました。

取締役䭜本ᨻ⨾Ặが２㸮２１年㸴月２㸳日開ദの第２ᅇ取締役会において、௦表取締

役社長にᑵ任いたしました。

２㸮２１年㸴月２㸳日開ദの第２㸷期定時株主⥲会⤊結の時をもって、取締役 ᾆ┿ᶞẶ、

ᕸᚿẶの２Ặは㎡任いたしました。

２㸮２１年㸴月２㸳日開ദの第２㸷期定時株主⥲会において、取締役 ᪩✄⏣ᬛோẶ、

ⓙⰋ⏣保Ặ、手ᓥ῟Ặの３Ặが選任され、ᑵ任いたしました。

長崎空 ࣅルࢢࣥࢹ株式会社

長崎┴

長崎空 ࣅルࢢࣥࢹ株式会社

日本航空株式会社

ᮧᕷ

株式会社㸿㹌㸿 㹁㹟㹰㹥㹭

日本通運株式会社

すᕞᗜ株式会社

ᯇ⸨ၟ事株式会社

Ᏻ㐩株式会社

（専務取締役）

（ᆅᇦ⯆部長）

（航空部長）

（日本ᆅ༊貨物㈍ᨭᗑᕞ㈍部部長）

（ᕷ長）

（ᖖ務取締役）

（⚟ᒸ航空統ᣓᨭᗑ長）

（௦表取締役社長）

（௦表取締役）

（取締役会長）

（2）取締役及び監査役の報酬等の額
取締役　　2ྡ　　5�3��༓ �うち社外　0ྡ       0�

監査役　　1ྡ　　2�1��༓ �うち社外　1ྡ 2�1��༓�

５．会計監査人の状況

６．会社の体制及び方針

（3）社外監査役に関する事項

（1）会計監査人の名称

（1）業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

（2）株式会社の支配に関する基本方針

（3）剰余金の配当等の決定に関する方針

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（3）非監査業務の内容

　如水監査法人

　該当事項はありませࢇ。

　該当事項はありませࢇ。

　当社は、20 0 6年6月6日開ദの取締役会において、会社法第36 2条第4項第6

号に基づき、内部統制ࢩス࣒ࢸ構⠏の基本方針として「取締役に関する体制」

「監査役に関する体制」を整備していくことを決㆟しております。

　㹌㹇㸿㹁㹒行動᠇❶、㹌㹇㸿㹁㹒ࣥࢥプࣛࣥス・ࣗࢽ࣐ルの制定をはじ

めとして内部統制ࢩス࣒ࢸの整備に㡰ḟດめております。

　当社は、会社法第45�条第1項に規定するవ㔠の㓄当等を取締役会の決㆟に

より行う᪨の定Ḱの定めをタけておりませࢇので、該当事項はありませࢇ。

　ձ公認会計士法第２条第１項の監査業務の報㓘　　　　　　1�65�༓

　ղ当社がᨭ払うべき㔠㖹その他の財産上の利益の合計㢠　　該当なし

(注) 本事業報告中の記載㔠㢠は、表示༢ᮍ‶の➃ᩘを切りᤞてて表示してお

　　　 ります。

༊ 分

監 査 役

Ặ  ྡ

長 ℊ ᾏ 

主 な ά 動 状 況

当事業年度に開ദの取締役会の全てにฟᖍ、また、

業務・財産の状況について⫈取しかつ重要な決書

類等を査㜀するなど監査業務を行っております。
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貸 借 対 照 表

（2022年3月31日⌧ᅾ）

（༢㸸）

598, 967, 431 17, 333, 815

5, 381, 760

22, 715, 575

976, 413, 885

1, 083, 000, 000

976, 413, 885

△ 106, 586, 115

400, 162, 029

276, 566, 706

18, 000

123, 577, 323

999, 129, 460 999, 129, 460負債及び純資産合計

純 資 産 合 計

資 産 合 計

流 動 資 産 流 動 負 債

⌧ 㔠 及 び 㡸 㔠 ᮍ 払 㔠

  㔠 ᮍ 払 ㈝ 用

ᮍ  入 㔠 ᮍ 払 法 人 ⛯ 等

ᮍ   益 ᮍ 払 ᾘ ㈝ ⛯ 等

ᮍ㑏付法人⛯等 㡸 り 㔠

前 払 ㈝ 用 前 ཷ 㔠

㈹ 与 引 当 㔠

固 定 資 産 固 定 負 債

有形固定資産 ཷ 入 保 証 㔠

ᘓ 物

構 ⠏ 物

㌴ ୧ 運 ᦙ ල

ᕤ ල ჾ ල 備 ရ

無形固定資産

㟁 ヰ ຍ 入 ᶒ

投資その他の資産

株主資本

長 期 性 㡸 㔠

資 本 金

長 期 前 払 ㈝ 用

利 益 剰 余 金

その他利益వ㔠 106,586,115 ڹ

⧞㉺利益వ㔠 106,586,115 ڹ

⛉ 目 㔠 㢠 ⛉ 目 㔠 㢠

資 産 の 部 ㈇ മ の 部

負 債 合　計

⣧ 資 産 の 部

損 益 計 算 書
⮬　2021年4月 1 日
⮳　2022年3月31日

（༢㸸）

（　　　　　　　　　　）

　　　上　　　㧗

　　上　　ཎ　　価

㈍㈝及び一般⟶理㈝

営 業 外 収 益

ཷ　取　利　ᜥ

㞧　　　　入

特 別 損 　 失

ᅛ定資産除༷損

税 引 前 当 期 純 利 益

法人⛯、ఫẸ⛯及び事業⛯

当　　期　　純　　利　　益

⛉　　　　目 㔠　　㢠

売 上 総 利 　 益

営 業 利 　 益

経 常 利 　 益

36, 344, 233

5, 724, 462

5, 838, 230

128, 732

5, 709, 498

4, 732, 498
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貸 借 対 照 表

（2022年3月31日⌧ᅾ）

（༢㸸）

598, 967, 431 17, 333, 815

5, 381, 760

22, 715, 575

976, 413, 885

1, 083, 000, 000

976, 413, 885

△ 106, 586, 115

400, 162, 029

276, 566, 706

18, 000

123, 577, 323

999, 129, 460 999, 129, 460負債及び純資産合計

純 資 産 合 計

資 産 合 計

流 動 資 産 流 動 負 債

⌧ 㔠 及 び 㡸 㔠 ᮍ 払 㔠

  㔠 ᮍ 払 ㈝ 用

ᮍ  入 㔠 ᮍ 払 法 人 ⛯ 等

ᮍ   益 ᮍ 払 ᾘ ㈝ ⛯ 等

ᮍ㑏付法人⛯等 㡸 り 㔠

前 払 ㈝ 用 前 ཷ 㔠

㈹ 与 引 当 㔠

固 定 資 産 固 定 負 債

有形固定資産 ཷ 入 保 証 㔠

ᘓ 物

構 ⠏ 物

㌴ ୧ 運 ᦙ ල

ᕤ ල ჾ ල 備 ရ

無形固定資産

㟁 ヰ ຍ 入 ᶒ

投資その他の資産

株主資本

長 期 性 㡸 㔠

資 本 金

長 期 前 払 ㈝ 用

利 益 剰 余 金

その他利益వ㔠 106,586,115 ڹ

⧞㉺利益వ㔠 106,586,115 ڹ

⛉ 目 㔠 㢠 ⛉ 目 㔠 㢠

資 産 の 部 ㈇ മ の 部

負 債 合　計

⣧ 資 産 の 部

損 益 計 算 書
⮬　2021年4月 1 日
⮳　2022年3月31日

（༢㸸）

（　　　　　　　　　　）

　　　上　　　㧗

　　上　　ཎ　　価

㈍㈝及び一般⟶理㈝

営 業 外 収 益

ཷ　取　利　ᜥ

㞧　　　　入

特 別 損 　 失

ᅛ定資産除༷損

税 引 前 当 期 純 利 益

法人⛯、ఫẸ⛯及び事業⛯

当　　期　　純　　利　　益

⛉　　　　目 㔠　　㢠

売 上 総 利 　 益

営 業 利 　 益

経 常 利 　 益

36, 344, 233

5, 724, 462

5, 838, 230

128, 732

5, 709, 498

4, 732, 498
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株主資本等変動計算書
⮬　2021年4月 1 日
⮳　2022年3月31日

（༢㸸）

（　　　　　　　　　　）

株 主 資 本

資本㔠

利益వ㔠
株主資本 ⣧資産

合 計 合 計

当 期 㤳 ṧ 㧗

当 期 変 動 㢠 -

-

-

- - - -

当 期 ⣧ 利 益

当期変動㢠合計

当 期 ᮎ ṧ 㧗

その他利益వ㔠

⧞㉺利益వ㔠

利益వ㔠

合 計

111�31��613 ڹ 111�31��613 ڹ

106�5�6�115 ڹ 106�5�6�115 ڹ

１㸬重要な会計方針に係る事項に関する注記

�1� ᅛ定資産のῶ価ൾ༷の方法

 1� 有ᙧᅛ定資産　定㢠法

�2� 引当㔠の計上基準

 1� ㈹与引当㔠

　従業員の㈹与のᨭ払に備えて、将来のᨭ⤥見込㢠のうち当事業年度の㈇ᢸ㢠を計

上しております。

 2� ㏥職⤥付引当㔠 

　従業員の㏥職⤥付に備えるため、㏥職⤥付に係る期ᮎ⮬ᕫ㒔合要ᨭ⤥㢠を㏥職⤥

付മ務とする方法を用いた⡆౽法により計上しております。

�3� 益及び㈝用の計上基準

　家㈤入に係る益は、㈤貸借ዎ⣙に基づき時の経過に応じて益を認識してお

ります。

　㟁ຊの用に係る益は、㢳ᐈが用する㟁ຊについて、㢳ᐈとの㈤貸借ዎ⣙に

基づいて用㔞に応じて益を得ており、㢳ᐈ㟁ຊを౪⤥するᒚ行義務を㈇って

おります。当該㈤貸借ዎ⣙に基づく㟁ຊの౪⤥は一定の期間にΏりᒚ行義務を㊊

する取引であり、ᒚ行義務の㊊の㐍ᤖ度に応じて益を認識しております。

�4� その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

 1� ᾘ㈝⛯等の会計ฎ理

　ᾘ㈝⛯及びᆅ方ᾘ㈝⛯の会計ฎ理は、⛯ᢤ方式によっております。

２㸬会計方針の変᭦に関する注記

　当事業年度より、「益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 2� 号、2020 年 3

月31日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませࢇ。

　また当事業年度より「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号、201�

年 �月4日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませࢇ。

３㸬会計上の見積りに関する注記

　　（ᅛ定資産のῶ損 �

�1� 当事業年度の計算書類に計上した㢠　

�2� 計算書類利用者の理ゎに資するその他の報　

 1� 算ฟ方法

　当社は、不動産㈤貸業および貨物取ᢅ事業を営ࢇでいるものの有ᙧᅛ定資産は主

に不動産㈤貸事業で利用されており、また事業拠点は１拠点であることから㈤貸不動

産を༢一の資産として資産のࢢルーࢢࣥࣆを行っております。ῶ損の兆候が認められ

る場合については、当ึのᢞ資ᅇ見込ࡳを下ᅇることとなった場合、ᖒ⡙価㢠を

ᅇ可能価㢠までῶ㢠し、当該ῶᑡ㢠をῶ損損ኻとして計上しております。

 2� 主要な௬定

　主として᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのឤᰁᣑの影響をཷけ、引前将来ࢵࣕ࢟

ローの算ฟについて、当該ឤᰁのឤᰁᣑの影響をཷけた当事業年度をࣇ・ࣗࢩ

含む営業損益を基礎とした⩣事業年度以㝆の損益ண に基づき見積もっております。

当該ឤᰁのឤᰁᣑによる影響については、ࢥロナ⚝での航空ᶵᮦᑠᆺ等の影

響により長崎空 発╔の航空貨物ᦚ載可能ᩘ㔞がᖜにῶᑡしࢸナ が㏥ཤするࢺࣥ

可能性を㚷ࡳ引前将来ࣇ・ࣗࢩࢵࣕ࢟ローを算ฟしております。

 3� ⩣事業年度の計算書類に与える影響

　主要な௬定である᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのᚋのឤᰁᣑ、᮰時期や᮰

ᚋのᅇ状況には相当程度の不確実性があります。ឤᰁ状況や経῭⎔ቃの影響等

が௬定と㞳する場合には見┤しが必要となり、⩣事業年度以㝆のᅛ定資産のῶ損

損ኻに影響を与える可能性があります。

４㸬貸借対照表に関する注記

　有ᙧᅛ定資産のῶ価ൾ༷⣼計㢠　㸵㸷㸵�㸶㸶㸵�㸶㸴㸶

㸳㸬株主資本等変動計算書に関する注記

�1� 当事業年度のᮎ日における発行῭株式のᩘ　

　ᬑ通株式　２１�㸴㸴㸮株

�2� 当事業年度のᮎ日における⮬ᕫ株式の✀類及び株式ᩘ

　該当事項はありませࢇ。

�3� 当事業年度中に行ったవ㔠の㓄当（当該事業年度のᮎ日ᚋに行うవ㔠の㓄当

のうち、వ㔠の㓄当をཷける者を定めるための基準日が当該事業年度中のものを

含む。）に関する事項

　該当事項はありませࢇ。

㸴㸬リースにより用するᅛ定資産に関する注記

　貸借対照表に計上したᅛ定資産のか、事務ᶵჾの一部については、ᡤ有ᶒ⛣㌿外

。ナࣥス・リースዎ⣙により用しておりますࣇ

㸵㸬㔠⼥ၟရに関する注記

�1� 㔠⼥ၟရの状況に関する事項

　資㔠運用については長期的及び▷期的な㡸㔠に㝈定し、Ᏻ全・確実な運用を心が

けております。

　㔠及びᮍ入㔠等の営業മᶒは、取引ඛࡈとに期日⟶理及びṧ㧗⟶理を行い

ᢕᥱする体制をとっております。

�2� 㔠⼥ၟရの時価等に関する事項

　当期ᮎにおける、貸借対照表計上㢠、時価及びこれらのᕪ㢠については、ḟのと

おりです。

　なお、⌧㔠は注記を┬␎しており、㡸㔠は▷期間で決῭されるため時価がᖒ⡙価

᱁と㏆ఝすることから、注記を┬␎しております。また長期性㡸㔠についてもప㔠利

であり時価がᖒ⡙価᱁に㏆ఝすることから、注記を┬␎しております。

　㔠⼥ၟရの時価を、時価の算定に用いたࣥプࢺࢵのほᐹ可能性及び重要性に応じて

以下の３つのࣞ࣋ルに分類しております。

ル１の時価㸸ྠ一の資産又は㈇മのά発なᕷ場における（↓ㄪ整の）相場価᱁࣋ࣞ　　

　　　　　　　　　 により算定した時価

　プࣥ以外の┤᥋又は間᥋的にほᐹ可能なࢺࢵプࣥル１の࣋ル２の時価㸸ࣞ࣋ࣞ　　

を用いて算定した時価ࢺࢵ 　　　　　　　　　

を用して算定した時価ࢺࢵプࣥル３の時価㸸重要なほᐹできない࣋ࣞ　　

　時価の算定に重要な影響を与えるࣥプࢺࢵを」ᩘ用している場合には、それらの

ࣥプࢺࢵがそれࡒれ属するࣞ ル࣋ルのうち、時価の算定におけるඃඛ㡰が᭱もపいࣞ࣋

に時価を分類しております。

ձ㔠及びᮍ入㔠

　これらの時価は、一定期間ࡈとに༊分したമᶒࡈとに、മᶒ㢠と‶期までの期間

及びಙ用リスクをຍした利⋡を基に引⌧ᅾ価್法により算定しており、ࣞ࣋ル２

の時価に分類しております。

ղᮍ払㔠

　これら時価は、一定期間ࡈとに༊分したമ務ࡈとに、その将来ࢩࢵࣕ࢟ 、ローとࣇࣗ・

ᨭ払期日までの期間及びಙ用リスクをຍした利⋡を基に引⌧ᅾ価್法により算定

しており、ࣞ࣋ル２の時価に分類しております。

ճཷ入保証㔠

　これらの時価は、ᕷ場価㢠がなく、かつ将来ࣇ・ࣗࢩࢵࣕ࢟ローがほᐹ不能であ

ることから、ࣞ࣋ル３の時価に分類しております。

㸶㸬㈤貸等不動産に関する注記

�1� ㈤貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、ᮧᕷ内において、本社ᘓ物を㈤貸しております。

�2� ㈤貸等不動産の時価等に関する事項　

　　

㸷㸬関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありませࢇ。

１㸮㸬１株当たり報に関する注記

�1� １株当たり⣧資産㢠　　４㸳�㸮㸵㸷１２㖹

�2� １株当たり当期⣧利益　　 ２１㸶４㸷㖹

１１㸬重要なᚋ発事象に関する注記

　該当事項はありませࢇ。

（注）個別注記表の記載㔠㢠は、表示༢ᮍ‶の➃ᩘを切りᤞてて表示しております。

個　別　注　記　表

当事業年度

有ᙧᅛ定資産 2�6�566��06

↓ᙧᅛ定資産 1��000

ῶ損損ኻ 㸫
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株主資本等変動計算書
⮬　2021年4月 1 日
⮳　2022年3月31日

（༢㸸）

（　　　　　　　　　　）

株 主 資 本

資本㔠

利益వ㔠
株主資本 ⣧資産

合 計 合 計

当 期 㤳 ṧ 㧗

当 期 変 動 㢠 -

-

-

- - - -

当 期 ⣧ 利 益

当期変動㢠合計

当 期 ᮎ ṧ 㧗

その他利益వ㔠

⧞㉺利益వ㔠

利益వ㔠

合 計

111�31��613 ڹ 111�31��613 ڹ

106�5�6�115 ڹ 106�5�6�115 ڹ

１㸬重要な会計方針に係る事項に関する注記

�1� ᅛ定資産のῶ価ൾ༷の方法

 1� 有ᙧᅛ定資産　定㢠法

�2� 引当㔠の計上基準

 1� ㈹与引当㔠

　従業員の㈹与のᨭ払に備えて、将来のᨭ⤥見込㢠のうち当事業年度の㈇ᢸ㢠を計

上しております。

 2� ㏥職⤥付引当㔠 

　従業員の㏥職⤥付に備えるため、㏥職⤥付に係る期ᮎ⮬ᕫ㒔合要ᨭ⤥㢠を㏥職⤥

付മ務とする方法を用いた⡆౽法により計上しております。

�3� 益及び㈝用の計上基準

　家㈤入に係る益は、㈤貸借ዎ⣙に基づき時の経過に応じて益を認識してお

ります。

　㟁ຊの用に係る益は、㢳ᐈが用する㟁ຊについて、㢳ᐈとの㈤貸借ዎ⣙に

基づいて用㔞に応じて益を得ており、㢳ᐈ㟁ຊを౪⤥するᒚ行義務を㈇って

おります。当該㈤貸借ዎ⣙に基づく㟁ຊの౪⤥は一定の期間にΏりᒚ行義務を㊊

する取引であり、ᒚ行義務の㊊の㐍ᤖ度に応じて益を認識しております。

�4� その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

 1� ᾘ㈝⛯等の会計ฎ理

　ᾘ㈝⛯及びᆅ方ᾘ㈝⛯の会計ฎ理は、⛯ᢤ方式によっております。

２㸬会計方針の変᭦に関する注記

　当事業年度より、「益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 2� 号、2020 年 3

月31日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませࢇ。

　また当事業年度より「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号、201�

年 �月4日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませࢇ。

３㸬会計上の見積りに関する注記

　　（ᅛ定資産のῶ損 �

�1� 当事業年度の計算書類に計上した㢠　

�2� 計算書類利用者の理ゎに資するその他の報　

 1� 算ฟ方法

　当社は、不動産㈤貸業および貨物取ᢅ事業を営ࢇでいるものの有ᙧᅛ定資産は主

に不動産㈤貸事業で利用されており、また事業拠点は１拠点であることから㈤貸不動

産を༢一の資産として資産のࢢルーࢢࣥࣆを行っております。ῶ損の兆候が認められ

る場合については、当ึのᢞ資ᅇ見込ࡳを下ᅇることとなった場合、ᖒ⡙価㢠を

ᅇ可能価㢠までῶ㢠し、当該ῶᑡ㢠をῶ損損ኻとして計上しております。

 2� 主要な௬定

　主として᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのឤᰁᣑの影響をཷけ、引前将来ࢵࣕ࢟

ローの算ฟについて、当該ឤᰁのឤᰁᣑの影響をཷけた当事業年度をࣇ・ࣗࢩ

含む営業損益を基礎とした⩣事業年度以㝆の損益ண に基づき見積もっております。

当該ឤᰁのឤᰁᣑによる影響については、ࢥロナ⚝での航空ᶵᮦᑠᆺ等の影

響により長崎空 発╔の航空貨物ᦚ載可能ᩘ㔞がᖜにῶᑡしࢸナ が㏥ཤするࢺࣥ

可能性を㚷ࡳ引前将来ࣇ・ࣗࢩࢵࣕ࢟ローを算ฟしております。

 3� ⩣事業年度の計算書類に与える影響

　主要な௬定である᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのᚋのឤᰁᣑ、᮰時期や᮰

ᚋのᅇ状況には相当程度の不確実性があります。ឤᰁ状況や経῭⎔ቃの影響等

が௬定と㞳する場合には見┤しが必要となり、⩣事業年度以㝆のᅛ定資産のῶ損

損ኻに影響を与える可能性があります。

４㸬貸借対照表に関する注記

　有ᙧᅛ定資産のῶ価ൾ༷⣼計㢠　㸵㸷㸵�㸶㸶㸵�㸶㸴㸶

㸳㸬株主資本等変動計算書に関する注記

�1� 当事業年度のᮎ日における発行῭株式のᩘ　

　ᬑ通株式　２１�㸴㸴㸮株

�2� 当事業年度のᮎ日における⮬ᕫ株式の✀類及び株式ᩘ

　該当事項はありませࢇ。

�3� 当事業年度中に行ったవ㔠の㓄当（当該事業年度のᮎ日ᚋに行うవ㔠の㓄当

のうち、వ㔠の㓄当をཷける者を定めるための基準日が当該事業年度中のものを

含む。）に関する事項

　該当事項はありませࢇ。

㸴㸬リースにより用するᅛ定資産に関する注記

　貸借対照表に計上したᅛ定資産のか、事務ᶵჾの一部については、ᡤ有ᶒ⛣㌿外

。ナࣥス・リースዎ⣙により用しておりますࣇ

㸵㸬㔠⼥ၟရに関する注記

�1� 㔠⼥ၟရの状況に関する事項

　資㔠運用については長期的及び▷期的な㡸㔠に㝈定し、Ᏻ全・確実な運用を心が

けております。

　㔠及びᮍ入㔠等の営業മᶒは、取引ඛࡈとに期日⟶理及びṧ㧗⟶理を行い

ᢕᥱする体制をとっております。

�2� 㔠⼥ၟရの時価等に関する事項

　当期ᮎにおける、貸借対照表計上㢠、時価及びこれらのᕪ㢠については、ḟのと

おりです。

　なお、⌧㔠は注記を┬␎しており、㡸㔠は▷期間で決῭されるため時価がᖒ⡙価

᱁と㏆ఝすることから、注記を┬␎しております。また長期性㡸㔠についてもప㔠利

であり時価がᖒ⡙価᱁に㏆ఝすることから、注記を┬␎しております。

　㔠⼥ၟရの時価を、時価の算定に用いたࣥプࢺࢵのほᐹ可能性及び重要性に応じて

以下の３つのࣞ࣋ルに分類しております。

ル１の時価㸸ྠ一の資産又は㈇മのά発なᕷ場における（↓ㄪ整の）相場価᱁࣋ࣞ　　

　　　　　　　　　 により算定した時価

　プࣥ以外の┤᥋又は間᥋的にほᐹ可能なࢺࢵプࣥル１の࣋ル２の時価㸸ࣞ࣋ࣞ　　

を用いて算定した時価ࢺࢵ 　　　　　　　　　

を用して算定した時価ࢺࢵプࣥル３の時価㸸重要なほᐹできない࣋ࣞ　　

　時価の算定に重要な影響を与えるࣥプࢺࢵを」ᩘ用している場合には、それらの

ࣥプࢺࢵがそれࡒれ属するࣞ ル࣋ルのうち、時価の算定におけるඃඛ㡰が᭱もపいࣞ࣋

に時価を分類しております。

ձ㔠及びᮍ入㔠

　これらの時価は、一定期間ࡈとに༊分したമᶒࡈとに、മᶒ㢠と‶期までの期間

及びಙ用リスクをຍした利⋡を基に引⌧ᅾ価್法により算定しており、ࣞ࣋ル２

の時価に分類しております。

ղᮍ払㔠

　これら時価は、一定期間ࡈとに༊分したമ務ࡈとに、その将来ࢩࢵࣕ࢟ 、ローとࣇࣗ・

ᨭ払期日までの期間及びಙ用リスクをຍした利⋡を基に引⌧ᅾ価್法により算定

しており、ࣞ࣋ル２の時価に分類しております。

ճཷ入保証㔠

　これらの時価は、ᕷ場価㢠がなく、かつ将来ࣇ・ࣗࢩࢵࣕ࢟ローがほᐹ不能であ

ることから、ࣞ࣋ル３の時価に分類しております。

㸶㸬㈤貸等不動産に関する注記

�1� ㈤貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、ᮧᕷ内において、本社ᘓ物を㈤貸しております。

�2� ㈤貸等不動産の時価等に関する事項　

　　

㸷㸬関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありませࢇ。

１㸮㸬１株当たり報に関する注記

�1� １株当たり⣧資産㢠　　４㸳�㸮㸵㸷１２㖹

�2� １株当たり当期⣧利益　　 ２１㸶４㸷㖹

１１㸬重要なᚋ発事象に関する注記

　該当事項はありませࢇ。

（注）個別注記表の記載㔠㢠は、表示༢ᮍ‶の➃ᩘを切りᤞてて表示しております。

個　別　注　記　表

当事業年度

有ᙧᅛ定資産 2�6�566��06

↓ᙧᅛ定資産 1��000

ῶ損損ኻ 㸫

ー  10  ー ー  11  ー



１㸬重要な会計方針に係る事項に関する注記

�1� ᅛ定資産のῶ価ൾ༷の方法

 1� 有ᙧᅛ定資産　定㢠法

�2� 引当㔠の計上基準

 1� ㈹与引当㔠

　従業員の㈹与のᨭ払に備えて、将来のᨭ⤥見込㢠のうち当事業年度の㈇ᢸ㢠を計

上しております。

 2� ㏥職⤥付引当㔠 

　従業員の㏥職⤥付に備えるため、㏥職⤥付に係る期ᮎ⮬ᕫ㒔合要ᨭ⤥㢠を㏥職⤥

付മ務とする方法を用いた⡆౽法により計上しております。

�3� 益及び㈝用の計上基準

　家㈤入に係る益は、㈤貸借ዎ⣙に基づき時の経過に応じて益を認識してお

ります。

　㟁ຊの用に係る益は、㢳ᐈが用する㟁ຊについて、㢳ᐈとの㈤貸借ዎ⣙に

基づいて用㔞に応じて益を得ており、㢳ᐈ㟁ຊを౪⤥するᒚ行義務を㈇って

おります。当該㈤貸借ዎ⣙に基づく㟁ຊの౪⤥は一定の期間にΏりᒚ行義務を㊊

する取引であり、ᒚ行義務の㊊の㐍ᤖ度に応じて益を認識しております。

�4� その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

 1� ᾘ㈝⛯等の会計ฎ理

　ᾘ㈝⛯及びᆅ方ᾘ㈝⛯の会計ฎ理は、⛯ᢤ方式によっております。

２㸬会計方針の変᭦に関する注記

　当事業年度より、「益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 2� 号、2020 年 3

月31日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませࢇ。

　また当事業年度より「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号、201�

年 �月4日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませࢇ。

３㸬会計上の見積りに関する注記

　　（ᅛ定資産のῶ損 �

�1� 当事業年度の計算書類に計上した㢠　

�2� 計算書類利用者の理ゎに資するその他の報　

 1� 算ฟ方法

　当社は、不動産㈤貸業および貨物取ᢅ事業を営ࢇでいるものの有ᙧᅛ定資産は主

に不動産㈤貸事業で利用されており、また事業拠点は１拠点であることから㈤貸不動

産を༢一の資産として資産のࢢルーࢢࣥࣆを行っております。ῶ損の兆候が認められ

る場合については、当ึのᢞ資ᅇ見込ࡳを下ᅇることとなった場合、ᖒ⡙価㢠を

ᅇ可能価㢠までῶ㢠し、当該ῶᑡ㢠をῶ損損ኻとして計上しております。

 2� 主要な௬定

　主として᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのឤᰁᣑの影響をཷけ、引前将来ࢵࣕ࢟

ローの算ฟについて、当該ឤᰁのឤᰁᣑの影響をཷけた当事業年度をࣇ・ࣗࢩ

含む営業損益を基礎とした⩣事業年度以㝆の損益ண に基づき見積もっております。

当該ឤᰁのឤᰁᣑによる影響については、ࢥロナ⚝での航空ᶵᮦᑠᆺ等の影

響により長崎空 発╔の航空貨物ᦚ載可能ᩘ㔞がᖜにῶᑡしࢸナ が㏥ཤするࢺࣥ

可能性を㚷ࡳ引前将来ࣇ・ࣗࢩࢵࣕ࢟ローを算ฟしております。

 3� ⩣事業年度の計算書類に与える影響

　主要な௬定である᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのᚋのឤᰁᣑ、᮰時期や᮰

ᚋのᅇ状況には相当程度の不確実性があります。ឤᰁ状況や経῭⎔ቃの影響等

が௬定と㞳する場合には見┤しが必要となり、⩣事業年度以㝆のᅛ定資産のῶ損

損ኻに影響を与える可能性があります。

４㸬貸借対照表に関する注記

　有ᙧᅛ定資産のῶ価ൾ༷⣼計㢠　㸵㸷㸵�㸶㸶㸵�㸶㸴㸶

㸳㸬株主資本等変動計算書に関する注記

�1� 当事業年度のᮎ日における発行῭株式のᩘ　

　ᬑ通株式　２１�㸴㸴㸮株

�2� 当事業年度のᮎ日における⮬ᕫ株式の✀類及び株式ᩘ

　該当事項はありませࢇ。

�3� 当事業年度中に行ったవ㔠の㓄当（当該事業年度のᮎ日ᚋに行うవ㔠の㓄当

のうち、వ㔠の㓄当をཷける者を定めるための基準日が当該事業年度中のものを

含む。）に関する事項

　該当事項はありませࢇ。

㸴㸬リースにより用するᅛ定資産に関する注記

　貸借対照表に計上したᅛ定資産のか、事務ᶵჾの一部については、ᡤ有ᶒ⛣㌿外

。ナࣥス・リースዎ⣙により用しておりますࣇ

㸵㸬㔠⼥ၟရに関する注記

�1� 㔠⼥ၟရの状況に関する事項

　資㔠運用については長期的及び▷期的な㡸㔠に㝈定し、Ᏻ全・確実な運用を心が

けております。

　㔠及びᮍ入㔠等の営業മᶒは、取引ඛࡈとに期日⟶理及びṧ㧗⟶理を行い

ᢕᥱする体制をとっております。

�2� 㔠⼥ၟရの時価等に関する事項

　当期ᮎにおける、貸借対照表計上㢠、時価及びこれらのᕪ㢠については、ḟのと

おりです。

　なお、⌧㔠は注記を┬␎しており、㡸㔠は▷期間で決῭されるため時価がᖒ⡙価

᱁と㏆ఝすることから、注記を┬␎しております。また長期性㡸㔠についてもప㔠利

であり時価がᖒ⡙価᱁に㏆ఝすることから、注記を┬␎しております。

　㔠⼥ၟရの時価を、時価の算定に用いたࣥプࢺࢵのほᐹ可能性及び重要性に応じて

以下の３つのࣞ࣋ルに分類しております。

ル１の時価㸸ྠ一の資産又は㈇മのά発なᕷ場における（↓ㄪ整の）相場価᱁࣋ࣞ　　

　　　　　　　　　 により算定した時価

　プࣥ以外の┤᥋又は間᥋的にほᐹ可能なࢺࢵプࣥル１の࣋ル２の時価㸸ࣞ࣋ࣞ　　

を用いて算定した時価ࢺࢵ 　　　　　　　　　

を用して算定した時価ࢺࢵプࣥル３の時価㸸重要なほᐹできない࣋ࣞ　　

　時価の算定に重要な影響を与えるࣥプࢺࢵを」ᩘ用している場合には、それらの

ࣥプࢺࢵがそれࡒれ属するࣞ ル࣋ルのうち、時価の算定におけるඃඛ㡰が᭱もపいࣞ࣋

に時価を分類しております。

ձ㔠及びᮍ入㔠

　これらの時価は、一定期間ࡈとに༊分したമᶒࡈとに、മᶒ㢠と‶期までの期間

及びಙ用リスクをຍした利⋡を基に引⌧ᅾ価್法により算定しており、ࣞ࣋ル２

の時価に分類しております。

ղᮍ払㔠

　これら時価は、一定期間ࡈとに༊分したമ務ࡈとに、その将来ࢩࢵࣕ࢟ 、ローとࣇࣗ・

ᨭ払期日までの期間及びಙ用リスクをຍした利⋡を基に引⌧ᅾ価್法により算定

しており、ࣞ࣋ル２の時価に分類しております。

ճཷ入保証㔠

　これらの時価は、ᕷ場価㢠がなく、かつ将来ࣇ・ࣗࢩࢵࣕ࢟ローがほᐹ不能であ

ることから、ࣞ࣋ル３の時価に分類しております。

㸶㸬㈤貸等不動産に関する注記

�1� ㈤貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、ᮧᕷ内において、本社ᘓ物を㈤貸しております。

�2� ㈤貸等不動産の時価等に関する事項　

　　

㸷㸬関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありませࢇ。

１㸮㸬１株当たり報に関する注記

�1� １株当たり⣧資産㢠　　４㸳�㸮㸵㸷１２㖹

�2� １株当たり当期⣧利益　　 ２１㸶４㸷㖹

１１㸬重要なᚋ発事象に関する注記

　該当事項はありませࢇ。

（注）個別注記表の記載㔠㢠は、表示༢ᮍ‶の➃ᩘを切りᤞてて表示しております。

１㸬重要な会計方針に係る事項に関する注記

�1� ᅛ定資産のῶ価ൾ༷の方法

 1� 有ᙧᅛ定資産　定㢠法

�2� 引当㔠の計上基準

 1� ㈹与引当㔠

　従業員の㈹与のᨭ払に備えて、将来のᨭ⤥見込㢠のうち当事業年度の㈇ᢸ㢠を計

上しております。

 2� ㏥職⤥付引当㔠 

　従業員の㏥職⤥付に備えるため、㏥職⤥付に係る期ᮎ⮬ᕫ㒔合要ᨭ⤥㢠を㏥職⤥

付മ務とする方法を用いた⡆౽法により計上しております。

�3� 益及び㈝用の計上基準

　家㈤入に係る益は、㈤貸借ዎ⣙に基づき時の経過に応じて益を認識してお

ります。

　㟁ຊの用に係る益は、㢳ᐈが用する㟁ຊについて、㢳ᐈとの㈤貸借ዎ⣙に

基づいて用㔞に応じて益を得ており、㢳ᐈ㟁ຊを౪⤥するᒚ行義務を㈇って

おります。当該㈤貸借ዎ⣙に基づく㟁ຊの౪⤥は一定の期間にΏりᒚ行義務を㊊

する取引であり、ᒚ行義務の㊊の㐍ᤖ度に応じて益を認識しております。

�4� その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

 1� ᾘ㈝⛯等の会計ฎ理

　ᾘ㈝⛯及びᆅ方ᾘ㈝⛯の会計ฎ理は、⛯ᢤ方式によっております。

２㸬会計方針の変᭦に関する注記

　当事業年度より、「益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 2� 号、2020 年 3

月31日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませࢇ。

　また当事業年度より「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号、201�

年 �月4日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませࢇ。

３㸬会計上の見積りに関する注記

　　（ᅛ定資産のῶ損 �

�1� 当事業年度の計算書類に計上した㢠　

�2� 計算書類利用者の理ゎに資するその他の報　

 1� 算ฟ方法

　当社は、不動産㈤貸業および貨物取ᢅ事業を営ࢇでいるものの有ᙧᅛ定資産は主

に不動産㈤貸事業で利用されており、また事業拠点は１拠点であることから㈤貸不動

産を༢一の資産として資産のࢢルーࢢࣥࣆを行っております。ῶ損の兆候が認められ

る場合については、当ึのᢞ資ᅇ見込ࡳを下ᅇることとなった場合、ᖒ⡙価㢠を

ᅇ可能価㢠までῶ㢠し、当該ῶᑡ㢠をῶ損損ኻとして計上しております。

 2� 主要な௬定

　主として᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのឤᰁᣑの影響をཷけ、引前将来ࢵࣕ࢟

ローの算ฟについて、当該ឤᰁのឤᰁᣑの影響をཷけた当事業年度をࣇ・ࣗࢩ

含む営業損益を基礎とした⩣事業年度以㝆の損益ண に基づき見積もっております。

当該ឤᰁのឤᰁᣑによる影響については、ࢥロナ⚝での航空ᶵᮦᑠᆺ等の影

響により長崎空 発╔の航空貨物ᦚ載可能ᩘ㔞がᖜにῶᑡしࢸナ が㏥ཤするࢺࣥ

可能性を㚷ࡳ引前将来ࣇ・ࣗࢩࢵࣕ࢟ローを算ฟしております。

 3� ⩣事業年度の計算書類に与える影響

　主要な௬定である᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのᚋのឤᰁᣑ、᮰時期や᮰

ᚋのᅇ状況には相当程度の不確実性があります。ឤᰁ状況や経῭⎔ቃの影響等

が௬定と㞳する場合には見┤しが必要となり、⩣事業年度以㝆のᅛ定資産のῶ損

損ኻに影響を与える可能性があります。

４㸬貸借対照表に関する注記

　有ᙧᅛ定資産のῶ価ൾ༷⣼計㢠　㸵㸷㸵�㸶㸶㸵�㸶㸴㸶

㸳㸬株主資本等変動計算書に関する注記

�1� 当事業年度のᮎ日における発行῭株式のᩘ　

　ᬑ通株式　２１�㸴㸴㸮株

�2� 当事業年度のᮎ日における⮬ᕫ株式の✀類及び株式ᩘ

　該当事項はありませࢇ。

�3� 当事業年度中に行ったవ㔠の㓄当（当該事業年度のᮎ日ᚋに行うవ㔠の㓄当

のうち、వ㔠の㓄当をཷける者を定めるための基準日が当該事業年度中のものを

含む。）に関する事項

　該当事項はありませࢇ。

㸴㸬リースにより用するᅛ定資産に関する注記

　貸借対照表に計上したᅛ定資産のか、事務ᶵჾの一部については、ᡤ有ᶒ⛣㌿外

。ナࣥス・リースዎ⣙により用しておりますࣇ

㸵㸬㔠⼥ၟရに関する注記

�1� 㔠⼥ၟရの状況に関する事項

　資㔠運用については長期的及び▷期的な㡸㔠に㝈定し、Ᏻ全・確実な運用を心が

けております。

　㔠及びᮍ入㔠等の営業മᶒは、取引ඛࡈとに期日⟶理及びṧ㧗⟶理を行い

ᢕᥱする体制をとっております。

�2� 㔠⼥ၟရの時価等に関する事項

　当期ᮎにおける、貸借対照表計上㢠、時価及びこれらのᕪ㢠については、ḟのと

おりです。

　なお、⌧㔠は注記を┬␎しており、㡸㔠は▷期間で決῭されるため時価がᖒ⡙価

᱁と㏆ఝすることから、注記を┬␎しております。また長期性㡸㔠についてもప㔠利

であり時価がᖒ⡙価᱁に㏆ఝすることから、注記を┬␎しております。

　㔠⼥ၟရの時価を、時価の算定に用いたࣥプࢺࢵのほᐹ可能性及び重要性に応じて

以下の３つのࣞ࣋ルに分類しております。

ル１の時価㸸ྠ一の資産又は㈇മのά発なᕷ場における（↓ㄪ整の）相場価᱁࣋ࣞ　　

　　　　　　　　　 により算定した時価

　プࣥ以外の┤᥋又は間᥋的にほᐹ可能なࢺࢵプࣥル１の࣋ル２の時価㸸ࣞ࣋ࣞ　　

を用いて算定した時価ࢺࢵ 　　　　　　　　　

を用して算定した時価ࢺࢵプࣥル３の時価㸸重要なほᐹできない࣋ࣞ　　

　時価の算定に重要な影響を与えるࣥプࢺࢵを」ᩘ用している場合には、それらの

ࣥプࢺࢵがそれࡒれ属するࣞ ル࣋ルのうち、時価の算定におけるඃඛ㡰が᭱もపいࣞ࣋

に時価を分類しております。

ձ㔠及びᮍ入㔠

　これらの時価は、一定期間ࡈとに༊分したമᶒࡈとに、മᶒ㢠と‶期までの期間

及びಙ用リスクをຍした利⋡を基に引⌧ᅾ価್法により算定しており、ࣞ࣋ル２

の時価に分類しております。

ղᮍ払㔠

　これら時価は、一定期間ࡈとに༊分したമ務ࡈとに、その将来ࢩࢵࣕ࢟ 、ローとࣇࣗ・

ᨭ払期日までの期間及びಙ用リスクをຍした利⋡を基に引⌧ᅾ価್法により算定

しており、ࣞ࣋ル２の時価に分類しております。

ճཷ入保証㔠

　これらの時価は、ᕷ場価㢠がなく、かつ将来ࣇ・ࣗࢩࢵࣕ࢟ローがほᐹ不能であ

ることから、ࣞ࣋ル３の時価に分類しております。

㸶㸬㈤貸等不動産に関する注記

�1� ㈤貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、ᮧᕷ内において、本社ᘓ物を㈤貸しております。

�2� ㈤貸等不動産の時価等に関する事項　

　　

㸷㸬関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありませࢇ。

１㸮㸬１株当たり報に関する注記

�1� １株当たり⣧資産㢠　　４㸳�㸮㸵㸷１２㖹

�2� １株当たり当期⣧利益　　 ２１㸶４㸷㖹

１１㸬重要なᚋ発事象に関する注記

　該当事項はありませࢇ。

（注）個別注記表の記載㔠㢠は、表示༢ᮍ‶の➃ᩘを切りᤞてて表示しております。

　　（༢㸸）

ձ   㔠 及 び ᮍ  入 㔠

ղ ᮍ 払 㔠

ճ ཷ 入 保 証 㔠

　�ͤ�㈇മに計上されているものについては、（　）で示しております。

　�注�１㸬時価の算定に用いたࣥプࢺࢵのㄝ明

貸借対照表計上㢠�ͤ� 時　価　�ͤ� ᕪ　㢠
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１㸬重要な会計方針に係る事項に関する注記

�1� ᅛ定資産のῶ価ൾ༷の方法

 1� 有ᙧᅛ定資産　定㢠法

�2� 引当㔠の計上基準

 1� ㈹与引当㔠

　従業員の㈹与のᨭ払に備えて、将来のᨭ⤥見込㢠のうち当事業年度の㈇ᢸ㢠を計

上しております。

 2� ㏥職⤥付引当㔠 

　従業員の㏥職⤥付に備えるため、㏥職⤥付に係る期ᮎ⮬ᕫ㒔合要ᨭ⤥㢠を㏥職⤥

付മ務とする方法を用いた⡆౽法により計上しております。

�3� 益及び㈝用の計上基準

　家㈤入に係る益は、㈤貸借ዎ⣙に基づき時の経過に応じて益を認識してお

ります。

　㟁ຊの用に係る益は、㢳ᐈが用する㟁ຊについて、㢳ᐈとの㈤貸借ዎ⣙に

基づいて用㔞に応じて益を得ており、㢳ᐈ㟁ຊを౪⤥するᒚ行義務を㈇って

おります。当該㈤貸借ዎ⣙に基づく㟁ຊの౪⤥は一定の期間にΏりᒚ行義務を㊊

する取引であり、ᒚ行義務の㊊の㐍ᤖ度に応じて益を認識しております。

�4� その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

 1� ᾘ㈝⛯等の会計ฎ理

　ᾘ㈝⛯及びᆅ方ᾘ㈝⛯の会計ฎ理は、⛯ᢤ方式によっております。

２㸬会計方針の変᭦に関する注記

　当事業年度より、「益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 2� 号、2020 年 3

月31日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませࢇ。

　また当事業年度より「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号、201�

年 �月4日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませࢇ。

３㸬会計上の見積りに関する注記

　　（ᅛ定資産のῶ損 �

�1� 当事業年度の計算書類に計上した㢠　

�2� 計算書類利用者の理ゎに資するその他の報　

 1� 算ฟ方法

　当社は、不動産㈤貸業および貨物取ᢅ事業を営ࢇでいるものの有ᙧᅛ定資産は主

に不動産㈤貸事業で利用されており、また事業拠点は１拠点であることから㈤貸不動

産を༢一の資産として資産のࢢルーࢢࣥࣆを行っております。ῶ損の兆候が認められ

る場合については、当ึのᢞ資ᅇ見込ࡳを下ᅇることとなった場合、ᖒ⡙価㢠を

ᅇ可能価㢠までῶ㢠し、当該ῶᑡ㢠をῶ損損ኻとして計上しております。

 2� 主要な௬定

　主として᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのឤᰁᣑの影響をཷけ、引前将来ࢵࣕ࢟

ローの算ฟについて、当該ឤᰁのឤᰁᣑの影響をཷけた当事業年度をࣇ・ࣗࢩ

含む営業損益を基礎とした⩣事業年度以㝆の損益ண に基づき見積もっております。

当該ឤᰁのឤᰁᣑによる影響については、ࢥロナ⚝での航空ᶵᮦᑠᆺ等の影

響により長崎空 発╔の航空貨物ᦚ載可能ᩘ㔞がᖜにῶᑡしࢸナ が㏥ཤするࢺࣥ

可能性を㚷ࡳ引前将来ࣇ・ࣗࢩࢵࣕ࢟ローを算ฟしております。

 3� ⩣事業年度の計算書類に与える影響

　主要な௬定である᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのᚋのឤᰁᣑ、᮰時期や᮰

ᚋのᅇ状況には相当程度の不確実性があります。ឤᰁ状況や経῭⎔ቃの影響等

が௬定と㞳する場合には見┤しが必要となり、⩣事業年度以㝆のᅛ定資産のῶ損

損ኻに影響を与える可能性があります。

４㸬貸借対照表に関する注記

　有ᙧᅛ定資産のῶ価ൾ༷⣼計㢠　㸵㸷㸵�㸶㸶㸵�㸶㸴㸶

㸳㸬株主資本等変動計算書に関する注記

�1� 当事業年度のᮎ日における発行῭株式のᩘ　

　ᬑ通株式　２１�㸴㸴㸮株

�2� 当事業年度のᮎ日における⮬ᕫ株式の✀類及び株式ᩘ

　該当事項はありませࢇ。

�3� 当事業年度中に行ったవ㔠の㓄当（当該事業年度のᮎ日ᚋに行うవ㔠の㓄当

のうち、వ㔠の㓄当をཷける者を定めるための基準日が当該事業年度中のものを

含む。）に関する事項

　該当事項はありませࢇ。

㸴㸬リースにより用するᅛ定資産に関する注記

　貸借対照表に計上したᅛ定資産のか、事務ᶵჾの一部については、ᡤ有ᶒ⛣㌿外

。ナࣥス・リースዎ⣙により用しておりますࣇ

㸵㸬㔠⼥ၟရに関する注記

�1� 㔠⼥ၟရの状況に関する事項

　資㔠運用については長期的及び▷期的な㡸㔠に㝈定し、Ᏻ全・確実な運用を心が

けております。

　㔠及びᮍ入㔠等の営業മᶒは、取引ඛࡈとに期日⟶理及びṧ㧗⟶理を行い

ᢕᥱする体制をとっております。

�2� 㔠⼥ၟရの時価等に関する事項

　当期ᮎにおける、貸借対照表計上㢠、時価及びこれらのᕪ㢠については、ḟのと

おりです。

　なお、⌧㔠は注記を┬␎しており、㡸㔠は▷期間で決῭されるため時価がᖒ⡙価

᱁と㏆ఝすることから、注記を┬␎しております。また長期性㡸㔠についてもప㔠利

であり時価がᖒ⡙価᱁に㏆ఝすることから、注記を┬␎しております。

　㔠⼥ၟရの時価を、時価の算定に用いたࣥプࢺࢵのほᐹ可能性及び重要性に応じて

以下の３つのࣞ࣋ルに分類しております。

ル１の時価㸸ྠ一の資産又は㈇മのά発なᕷ場における（↓ㄪ整の）相場価᱁࣋ࣞ　　

　　　　　　　　　 により算定した時価

　プࣥ以外の┤᥋又は間᥋的にほᐹ可能なࢺࢵプࣥル１の࣋ル２の時価㸸ࣞ࣋ࣞ　　

を用いて算定した時価ࢺࢵ 　　　　　　　　　

を用して算定した時価ࢺࢵプࣥル３の時価㸸重要なほᐹできない࣋ࣞ　　

　時価の算定に重要な影響を与えるࣥプࢺࢵを」ᩘ用している場合には、それらの

ࣥプࢺࢵがそれࡒれ属するࣞ ル࣋ルのうち、時価の算定におけるඃඛ㡰が᭱もపいࣞ࣋

に時価を分類しております。

ձ㔠及びᮍ入㔠

　これらの時価は、一定期間ࡈとに༊分したമᶒࡈとに、മᶒ㢠と‶期までの期間

及びಙ用リスクをຍした利⋡を基に引⌧ᅾ価್法により算定しており、ࣞ࣋ル２

の時価に分類しております。

ղᮍ払㔠

　これら時価は、一定期間ࡈとに༊分したമ務ࡈとに、その将来ࢩࢵࣕ࢟ 、ローとࣇࣗ・

ᨭ払期日までの期間及びಙ用リスクをຍした利⋡を基に引⌧ᅾ価್法により算定

しており、ࣞ࣋ル２の時価に分類しております。

ճཷ入保証㔠

　これらの時価は、ᕷ場価㢠がなく、かつ将来ࣇ・ࣗࢩࢵࣕ࢟ローがほᐹ不能であ

ることから、ࣞ࣋ル３の時価に分類しております。

㸶㸬㈤貸等不動産に関する注記

�1� ㈤貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、ᮧᕷ内において、本社ᘓ物を㈤貸しております。

�2� ㈤貸等不動産の時価等に関する事項　

　　

㸷㸬関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありませࢇ。

１㸮㸬１株当たり報に関する注記

�1� １株当たり⣧資産㢠　　４㸳�㸮㸵㸷１２㖹

�2� １株当たり当期⣧利益　　 ２１㸶４㸷㖹

１１㸬重要なᚋ発事象に関する注記

　該当事項はありませࢇ。

（注）個別注記表の記載㔠㢠は、表示༢ᮍ‶の➃ᩘを切りᤞてて表示しております。

１㸬重要な会計方針に係る事項に関する注記

�1� ᅛ定資産のῶ価ൾ༷の方法

 1� 有ᙧᅛ定資産　定㢠法

�2� 引当㔠の計上基準

 1� ㈹与引当㔠

　従業員の㈹与のᨭ払に備えて、将来のᨭ⤥見込㢠のうち当事業年度の㈇ᢸ㢠を計

上しております。

 2� ㏥職⤥付引当㔠 

　従業員の㏥職⤥付に備えるため、㏥職⤥付に係る期ᮎ⮬ᕫ㒔合要ᨭ⤥㢠を㏥職⤥

付മ務とする方法を用いた⡆౽法により計上しております。

�3� 益及び㈝用の計上基準

　家㈤入に係る益は、㈤貸借ዎ⣙に基づき時の経過に応じて益を認識してお

ります。

　㟁ຊの用に係る益は、㢳ᐈが用する㟁ຊについて、㢳ᐈとの㈤貸借ዎ⣙に

基づいて用㔞に応じて益を得ており、㢳ᐈ㟁ຊを౪⤥するᒚ行義務を㈇って

おります。当該㈤貸借ዎ⣙に基づく㟁ຊの౪⤥は一定の期間にΏりᒚ行義務を㊊

する取引であり、ᒚ行義務の㊊の㐍ᤖ度に応じて益を認識しております。

�4� その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

 1� ᾘ㈝⛯等の会計ฎ理

　ᾘ㈝⛯及びᆅ方ᾘ㈝⛯の会計ฎ理は、⛯ᢤ方式によっております。

２㸬会計方針の変᭦に関する注記

　当事業年度より、「益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 2� 号、2020 年 3

月31日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませࢇ。

　また当事業年度より「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号、201�

年 �月4日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませࢇ。

３㸬会計上の見積りに関する注記

　　（ᅛ定資産のῶ損 �

�1� 当事業年度の計算書類に計上した㢠　

�2� 計算書類利用者の理ゎに資するその他の報　

 1� 算ฟ方法

　当社は、不動産㈤貸業および貨物取ᢅ事業を営ࢇでいるものの有ᙧᅛ定資産は主

に不動産㈤貸事業で利用されており、また事業拠点は１拠点であることから㈤貸不動

産を༢一の資産として資産のࢢルーࢢࣥࣆを行っております。ῶ損の兆候が認められ

る場合については、当ึのᢞ資ᅇ見込ࡳを下ᅇることとなった場合、ᖒ⡙価㢠を

ᅇ可能価㢠までῶ㢠し、当該ῶᑡ㢠をῶ損損ኻとして計上しております。

 2� 主要な௬定

　主として᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのឤᰁᣑの影響をཷけ、引前将来ࢵࣕ࢟

ローの算ฟについて、当該ឤᰁのឤᰁᣑの影響をཷけた当事業年度をࣇ・ࣗࢩ

含む営業損益を基礎とした⩣事業年度以㝆の損益ண に基づき見積もっております。

当該ឤᰁのឤᰁᣑによる影響については、ࢥロナ⚝での航空ᶵᮦᑠᆺ等の影

響により長崎空 発╔の航空貨物ᦚ載可能ᩘ㔞がᖜにῶᑡしࢸナ が㏥ཤするࢺࣥ

可能性を㚷ࡳ引前将来ࣇ・ࣗࢩࢵࣕ࢟ローを算ฟしております。

 3� ⩣事業年度の計算書類に与える影響

　主要な௬定である᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのᚋのឤᰁᣑ、᮰時期や᮰

ᚋのᅇ状況には相当程度の不確実性があります。ឤᰁ状況や経῭⎔ቃの影響等

が௬定と㞳する場合には見┤しが必要となり、⩣事業年度以㝆のᅛ定資産のῶ損

損ኻに影響を与える可能性があります。

４㸬貸借対照表に関する注記

　有ᙧᅛ定資産のῶ価ൾ༷⣼計㢠　㸵㸷㸵�㸶㸶㸵�㸶㸴㸶

㸳㸬株主資本等変動計算書に関する注記

�1� 当事業年度のᮎ日における発行῭株式のᩘ　

　ᬑ通株式　２１�㸴㸴㸮株

�2� 当事業年度のᮎ日における⮬ᕫ株式の✀類及び株式ᩘ

　該当事項はありませࢇ。

�3� 当事業年度中に行ったవ㔠の㓄当（当該事業年度のᮎ日ᚋに行うవ㔠の㓄当

のうち、వ㔠の㓄当をཷける者を定めるための基準日が当該事業年度中のものを

含む。）に関する事項

　該当事項はありませࢇ。

㸴㸬リースにより用するᅛ定資産に関する注記

　貸借対照表に計上したᅛ定資産のか、事務ᶵჾの一部については、ᡤ有ᶒ⛣㌿外

。ナࣥス・リースዎ⣙により用しておりますࣇ

㸵㸬㔠⼥ၟရに関する注記

�1� 㔠⼥ၟရの状況に関する事項

　資㔠運用については長期的及び▷期的な㡸㔠に㝈定し、Ᏻ全・確実な運用を心が

けております。

　㔠及びᮍ入㔠等の営業മᶒは、取引ඛࡈとに期日⟶理及びṧ㧗⟶理を行い

ᢕᥱする体制をとっております。

�2� 㔠⼥ၟရの時価等に関する事項

　当期ᮎにおける、貸借対照表計上㢠、時価及びこれらのᕪ㢠については、ḟのと

おりです。

　なお、⌧㔠は注記を┬␎しており、㡸㔠は▷期間で決῭されるため時価がᖒ⡙価

᱁と㏆ఝすることから、注記を┬␎しております。また長期性㡸㔠についてもప㔠利

であり時価がᖒ⡙価᱁に㏆ఝすることから、注記を┬␎しております。

　㔠⼥ၟရの時価を、時価の算定に用いたࣥプࢺࢵのほᐹ可能性及び重要性に応じて

以下の３つのࣞ࣋ルに分類しております。

ル１の時価㸸ྠ一の資産又は㈇മのά発なᕷ場における（↓ㄪ整の）相場価᱁࣋ࣞ　　

　　　　　　　　　 により算定した時価

　プࣥ以外の┤᥋又は間᥋的にほᐹ可能なࢺࢵプࣥル１の࣋ル２の時価㸸ࣞ࣋ࣞ　　

を用いて算定した時価ࢺࢵ 　　　　　　　　　

を用して算定した時価ࢺࢵプࣥル３の時価㸸重要なほᐹできない࣋ࣞ　　

　時価の算定に重要な影響を与えるࣥプࢺࢵを」ᩘ用している場合には、それらの

ࣥプࢺࢵがそれࡒれ属するࣞ ル࣋ルのうち、時価の算定におけるඃඛ㡰が᭱もపいࣞ࣋

に時価を分類しております。

ձ㔠及びᮍ入㔠

　これらの時価は、一定期間ࡈとに༊分したമᶒࡈとに、മᶒ㢠と‶期までの期間

及びಙ用リスクをຍした利⋡を基に引⌧ᅾ価್法により算定しており、ࣞ࣋ル２

の時価に分類しております。

ղᮍ払㔠

　これら時価は、一定期間ࡈとに༊分したമ務ࡈとに、その将来ࢩࢵࣕ࢟ 、ローとࣇࣗ・

ᨭ払期日までの期間及びಙ用リスクをຍした利⋡を基に引⌧ᅾ価್法により算定

しており、ࣞ࣋ル２の時価に分類しております。

ճཷ入保証㔠

　これらの時価は、ᕷ場価㢠がなく、かつ将来ࣇ・ࣗࢩࢵࣕ࢟ローがほᐹ不能であ

ることから、ࣞ࣋ル３の時価に分類しております。

㸶㸬㈤貸等不動産に関する注記

�1� ㈤貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、ᮧᕷ内において、本社ᘓ物を㈤貸しております。

�2� ㈤貸等不動産の時価等に関する事項　

　　

㸷㸬関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありませࢇ。

１㸮㸬１株当たり報に関する注記

�1� １株当たり⣧資産㢠　　４㸳�㸮㸵㸷１２㖹

�2� １株当たり当期⣧利益　　 ２１㸶４㸷㖹

１１㸬重要なᚋ発事象に関する注記

　該当事項はありませࢇ。

（注）個別注記表の記載㔠㢠は、表示༢ᮍ‶の➃ᩘを切りᤞてて表示しております。

　　（༢㸸）

ձ   㔠 及 び ᮍ  入 㔠

ղ ᮍ 払 㔠

ճ ཷ 入 保 証 㔠

　�ͤ�㈇മに計上されているものについては、（　）で示しております。

　�注�１㸬時価の算定に用いたࣥプࢺࢵのㄝ明

貸借対照表計上㢠�ͤ� 時　価　�ͤ� ᕪ　㢠
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１㸬重要な会計方針に係る事項に関する注記

�1� ᅛ定資産のῶ価ൾ༷の方法

 1� 有ᙧᅛ定資産　定㢠法

�2� 引当㔠の計上基準

 1� ㈹与引当㔠

　従業員の㈹与のᨭ払に備えて、将来のᨭ⤥見込㢠のうち当事業年度の㈇ᢸ㢠を計

上しております。

 2� ㏥職⤥付引当㔠 

　従業員の㏥職⤥付に備えるため、㏥職⤥付に係る期ᮎ⮬ᕫ㒔合要ᨭ⤥㢠を㏥職⤥

付മ務とする方法を用いた⡆౽法により計上しております。

�3� 益及び㈝用の計上基準

　家㈤入に係る益は、㈤貸借ዎ⣙に基づき時の経過に応じて益を認識してお

ります。

　㟁ຊの用に係る益は、㢳ᐈが用する㟁ຊについて、㢳ᐈとの㈤貸借ዎ⣙に

基づいて用㔞に応じて益を得ており、㢳ᐈ㟁ຊを౪⤥するᒚ行義務を㈇って

おります。当該㈤貸借ዎ⣙に基づく㟁ຊの౪⤥は一定の期間にΏりᒚ行義務を㊊

する取引であり、ᒚ行義務の㊊の㐍ᤖ度に応じて益を認識しております。

�4� その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

 1� ᾘ㈝⛯等の会計ฎ理

　ᾘ㈝⛯及びᆅ方ᾘ㈝⛯の会計ฎ理は、⛯ᢤ方式によっております。

２㸬会計方針の変᭦に関する注記

　当事業年度より、「益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 2� 号、2020 年 3

月31日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませࢇ。

　また当事業年度より「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号、201�

年 �月4日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませࢇ。

３㸬会計上の見積りに関する注記

　　（ᅛ定資産のῶ損 �

�1� 当事業年度の計算書類に計上した㢠　

�2� 計算書類利用者の理ゎに資するその他の報　

 1� 算ฟ方法

　当社は、不動産㈤貸業および貨物取ᢅ事業を営ࢇでいるものの有ᙧᅛ定資産は主

に不動産㈤貸事業で利用されており、また事業拠点は１拠点であることから㈤貸不動

産を༢一の資産として資産のࢢルーࢢࣥࣆを行っております。ῶ損の兆候が認められ

る場合については、当ึのᢞ資ᅇ見込ࡳを下ᅇることとなった場合、ᖒ⡙価㢠を

ᅇ可能価㢠までῶ㢠し、当該ῶᑡ㢠をῶ損損ኻとして計上しております。

 2� 主要な௬定

　主として᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのឤᰁᣑの影響をཷけ、引前将来ࢵࣕ࢟

ローの算ฟについて、当該ឤᰁのឤᰁᣑの影響をཷけた当事業年度をࣇ・ࣗࢩ

含む営業損益を基礎とした⩣事業年度以㝆の損益ண に基づき見積もっております。

当該ឤᰁのឤᰁᣑによる影響については、ࢥロナ⚝での航空ᶵᮦᑠᆺ等の影

響により長崎空 発╔の航空貨物ᦚ載可能ᩘ㔞がᖜにῶᑡしࢸナ が㏥ཤするࢺࣥ

可能性を㚷ࡳ引前将来ࣇ・ࣗࢩࢵࣕ࢟ローを算ฟしております。

 3� ⩣事業年度の計算書類に与える影響

　主要な௬定である᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのᚋのឤᰁᣑ、᮰時期や᮰

ᚋのᅇ状況には相当程度の不確実性があります。ឤᰁ状況や経῭⎔ቃの影響等

が௬定と㞳する場合には見┤しが必要となり、⩣事業年度以㝆のᅛ定資産のῶ損

損ኻに影響を与える可能性があります。

４㸬貸借対照表に関する注記

　有ᙧᅛ定資産のῶ価ൾ༷⣼計㢠　㸵㸷㸵�㸶㸶㸵�㸶㸴㸶

㸳㸬株主資本等変動計算書に関する注記

�1� 当事業年度のᮎ日における発行῭株式のᩘ　

　ᬑ通株式　２１�㸴㸴㸮株

�2� 当事業年度のᮎ日における⮬ᕫ株式の✀類及び株式ᩘ

　該当事項はありませࢇ。

�3� 当事業年度中に行ったవ㔠の㓄当（当該事業年度のᮎ日ᚋに行うవ㔠の㓄当

のうち、వ㔠の㓄当をཷける者を定めるための基準日が当該事業年度中のものを

含む。）に関する事項

　該当事項はありませࢇ。

㸴㸬リースにより用するᅛ定資産に関する注記

　貸借対照表に計上したᅛ定資産のか、事務ᶵჾの一部については、ᡤ有ᶒ⛣㌿外

。ナࣥス・リースዎ⣙により用しておりますࣇ

㸵㸬㔠⼥ၟရに関する注記

�1� 㔠⼥ၟရの状況に関する事項

　資㔠運用については長期的及び▷期的な㡸㔠に㝈定し、Ᏻ全・確実な運用を心が

けております。

　㔠及びᮍ入㔠等の営業മᶒは、取引ඛࡈとに期日⟶理及びṧ㧗⟶理を行い

ᢕᥱする体制をとっております。

�2� 㔠⼥ၟရの時価等に関する事項

　当期ᮎにおける、貸借対照表計上㢠、時価及びこれらのᕪ㢠については、ḟのと

おりです。

　なお、⌧㔠は注記を┬␎しており、㡸㔠は▷期間で決῭されるため時価がᖒ⡙価

᱁と㏆ఝすることから、注記を┬␎しております。また長期性㡸㔠についてもప㔠利

であり時価がᖒ⡙価᱁に㏆ఝすることから、注記を┬␎しております。

　㔠⼥ၟရの時価を、時価の算定に用いたࣥプࢺࢵのほᐹ可能性及び重要性に応じて

以下の３つのࣞ࣋ルに分類しております。

ル１の時価㸸ྠ一の資産又は㈇മのά発なᕷ場における（↓ㄪ整の）相場価᱁࣋ࣞ　　

　　　　　　　　　 により算定した時価

　プࣥ以外の┤᥋又は間᥋的にほᐹ可能なࢺࢵプࣥル１の࣋ル２の時価㸸ࣞ࣋ࣞ　　

を用いて算定した時価ࢺࢵ 　　　　　　　　　

を用して算定した時価ࢺࢵプࣥル３の時価㸸重要なほᐹできない࣋ࣞ　　

　時価の算定に重要な影響を与えるࣥプࢺࢵを」ᩘ用している場合には、それらの

ࣥプࢺࢵがそれࡒれ属するࣞ ル࣋ルのうち、時価の算定におけるඃඛ㡰が᭱もపいࣞ࣋

に時価を分類しております。

ձ㔠及びᮍ入㔠

　これらの時価は、一定期間ࡈとに༊分したമᶒࡈとに、മᶒ㢠と‶期までの期間

及びಙ用リスクをຍした利⋡を基に引⌧ᅾ価್法により算定しており、ࣞ࣋ル２

の時価に分類しております。

ղᮍ払㔠

　これら時価は、一定期間ࡈとに༊分したമ務ࡈとに、その将来ࢩࢵࣕ࢟ 、ローとࣇࣗ・

ᨭ払期日までの期間及びಙ用リスクをຍした利⋡を基に引⌧ᅾ価್法により算定

しており、ࣞ࣋ル２の時価に分類しております。

ճཷ入保証㔠

　これらの時価は、ᕷ場価㢠がなく、かつ将来ࣇ・ࣗࢩࢵࣕ࢟ローがほᐹ不能であ

ることから、ࣞ࣋ル３の時価に分類しております。

㸶㸬㈤貸等不動産に関する注記

�1� ㈤貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、ᮧᕷ内において、本社ᘓ物を㈤貸しております。

�2� ㈤貸等不動産の時価等に関する事項　

　　

㸷㸬関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありませࢇ。

１㸮㸬１株当たり報に関する注記

�1� １株当たり⣧資産㢠　　４㸳�㸮㸵㸷１２㖹

�2� １株当たり当期⣧利益　　 ２１㸶４㸷㖹

１１㸬重要なᚋ発事象に関する注記

　該当事項はありませࢇ。

（注）個別注記表の記載㔠㢠は、表示༢ᮍ‶の➃ᩘを切りᤞてて表示しております。

 

(注)１㸬貸借対照表計上㢠は、取得ཎ価からῶ価ൾ༷⣼計㢠及びῶ損損ኻ⣼計㢠

　　　　　を᥍除した㔠㢠であります。

　　　２㸬当期ᮎの時価は、主として不動産㚷定士による評価に基づいて算定した

　　　　　㔠㢠であります。　　　

貸借対照表計上㢠 時　　価

独立監査人の監査報告書

2021年5月20日長崎国際航空貨物ターミナル株式会社

取　締　役　会　御中

如水監査法人

公認会計士 内　田　健　二 印
指 定 社 員
業務執行社員

謄　本

監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、長崎国際航空貨物ターミ

ナル株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第30期事業年度の計算書類、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその

附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監

査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定

に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他

の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の

報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお

らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の

過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識

との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に

その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断

した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重

要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した

内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該

事項を開示する責任がある。

　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正

又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告

書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示

は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の

利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ

れる。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の

過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施

する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監

査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので

はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を

立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ

れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、

また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書

類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の

注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明すること

が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可

能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書

類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正

に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め

られているその他の事項について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以　　上

ー  14  ー



１㸬重要な会計方針に係る事項に関する注記

�1� ᅛ定資産のῶ価ൾ༷の方法

 1� 有ᙧᅛ定資産　定㢠法

�2� 引当㔠の計上基準

 1� ㈹与引当㔠

　従業員の㈹与のᨭ払に備えて、将来のᨭ⤥見込㢠のうち当事業年度の㈇ᢸ㢠を計

上しております。

 2� ㏥職⤥付引当㔠 

　従業員の㏥職⤥付に備えるため、㏥職⤥付に係る期ᮎ⮬ᕫ㒔合要ᨭ⤥㢠を㏥職⤥

付മ務とする方法を用いた⡆౽法により計上しております。

�3� 益及び㈝用の計上基準

　家㈤入に係る益は、㈤貸借ዎ⣙に基づき時の経過に応じて益を認識してお

ります。

　㟁ຊの用に係る益は、㢳ᐈが用する㟁ຊについて、㢳ᐈとの㈤貸借ዎ⣙に

基づいて用㔞に応じて益を得ており、㢳ᐈ㟁ຊを౪⤥するᒚ行義務を㈇って

おります。当該㈤貸借ዎ⣙に基づく㟁ຊの౪⤥は一定の期間にΏりᒚ行義務を㊊

する取引であり、ᒚ行義務の㊊の㐍ᤖ度に応じて益を認識しております。

�4� その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

 1� ᾘ㈝⛯等の会計ฎ理

　ᾘ㈝⛯及びᆅ方ᾘ㈝⛯の会計ฎ理は、⛯ᢤ方式によっております。

２㸬会計方針の変᭦に関する注記

　当事業年度より、「益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 2� 号、2020 年 3

月31日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませࢇ。

　また当事業年度より「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号、201�

年 �月4日）を適用しております。当該会計基準の適用による影響はありませࢇ。

３㸬会計上の見積りに関する注記

　　（ᅛ定資産のῶ損 �

�1� 当事業年度の計算書類に計上した㢠　

�2� 計算書類利用者の理ゎに資するその他の報　

 1� 算ฟ方法

　当社は、不動産㈤貸業および貨物取ᢅ事業を営ࢇでいるものの有ᙧᅛ定資産は主

に不動産㈤貸事業で利用されており、また事業拠点は１拠点であることから㈤貸不動

産を༢一の資産として資産のࢢルーࢢࣥࣆを行っております。ῶ損の兆候が認められ

る場合については、当ึのᢞ資ᅇ見込ࡳを下ᅇることとなった場合、ᖒ⡙価㢠を

ᅇ可能価㢠までῶ㢠し、当該ῶᑡ㢠をῶ損損ኻとして計上しております。

 2� 主要な௬定

　主として᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのឤᰁᣑの影響をཷけ、引前将来ࢵࣕ࢟

ローの算ฟについて、当該ឤᰁのឤᰁᣑの影響をཷけた当事業年度をࣇ・ࣗࢩ

含む営業損益を基礎とした⩣事業年度以㝆の損益ண に基づき見積もっております。

当該ឤᰁのឤᰁᣑによる影響については、ࢥロナ⚝での航空ᶵᮦᑠᆺ等の影

響により長崎空 発╔の航空貨物ᦚ載可能ᩘ㔞がᖜにῶᑡしࢸナ が㏥ཤするࢺࣥ

可能性を㚷ࡳ引前将来ࣇ・ࣗࢩࢵࣕ࢟ローを算ฟしております。

 3� ⩣事業年度の計算書類に与える影響

　主要な௬定である᪂ᆺࢥロナ࢘ルスឤᰁのᚋのឤᰁᣑ、᮰時期や᮰

ᚋのᅇ状況には相当程度の不確実性があります。ឤᰁ状況や経῭⎔ቃの影響等

が௬定と㞳する場合には見┤しが必要となり、⩣事業年度以㝆のᅛ定資産のῶ損

損ኻに影響を与える可能性があります。

４㸬貸借対照表に関する注記

　有ᙧᅛ定資産のῶ価ൾ༷⣼計㢠　㸵㸷㸵�㸶㸶㸵�㸶㸴㸶

㸳㸬株主資本等変動計算書に関する注記

�1� 当事業年度のᮎ日における発行῭株式のᩘ　

　ᬑ通株式　２１�㸴㸴㸮株

�2� 当事業年度のᮎ日における⮬ᕫ株式の✀類及び株式ᩘ

　該当事項はありませࢇ。

�3� 当事業年度中に行ったవ㔠の㓄当（当該事業年度のᮎ日ᚋに行うవ㔠の㓄当

のうち、వ㔠の㓄当をཷける者を定めるための基準日が当該事業年度中のものを

含む。）に関する事項

　該当事項はありませࢇ。

㸴㸬リースにより用するᅛ定資産に関する注記

　貸借対照表に計上したᅛ定資産のか、事務ᶵჾの一部については、ᡤ有ᶒ⛣㌿外

。ナࣥス・リースዎ⣙により用しておりますࣇ

㸵㸬㔠⼥ၟရに関する注記

�1� 㔠⼥ၟရの状況に関する事項

　資㔠運用については長期的及び▷期的な㡸㔠に㝈定し、Ᏻ全・確実な運用を心が

けております。

　㔠及びᮍ入㔠等の営業മᶒは、取引ඛࡈとに期日⟶理及びṧ㧗⟶理を行い

ᢕᥱする体制をとっております。

�2� 㔠⼥ၟရの時価等に関する事項

　当期ᮎにおける、貸借対照表計上㢠、時価及びこれらのᕪ㢠については、ḟのと

おりです。

　なお、⌧㔠は注記を┬␎しており、㡸㔠は▷期間で決῭されるため時価がᖒ⡙価

᱁と㏆ఝすることから、注記を┬␎しております。また長期性㡸㔠についてもప㔠利

であり時価がᖒ⡙価᱁に㏆ఝすることから、注記を┬␎しております。

　㔠⼥ၟရの時価を、時価の算定に用いたࣥプࢺࢵのほᐹ可能性及び重要性に応じて

以下の３つのࣞ࣋ルに分類しております。

ル１の時価㸸ྠ一の資産又は㈇മのά発なᕷ場における（↓ㄪ整の）相場価᱁࣋ࣞ　　

　　　　　　　　　 により算定した時価

　プࣥ以外の┤᥋又は間᥋的にほᐹ可能なࢺࢵプࣥル１の࣋ル２の時価㸸ࣞ࣋ࣞ　　

を用いて算定した時価ࢺࢵ 　　　　　　　　　

を用して算定した時価ࢺࢵプࣥル３の時価㸸重要なほᐹできない࣋ࣞ　　

　時価の算定に重要な影響を与えるࣥプࢺࢵを」ᩘ用している場合には、それらの

ࣥプࢺࢵがそれࡒれ属するࣞ ル࣋ルのうち、時価の算定におけるඃඛ㡰が᭱もపいࣞ࣋

に時価を分類しております。

ձ㔠及びᮍ入㔠

　これらの時価は、一定期間ࡈとに༊分したമᶒࡈとに、മᶒ㢠と‶期までの期間

及びಙ用リスクをຍした利⋡を基に引⌧ᅾ価್法により算定しており、ࣞ࣋ル２

の時価に分類しております。

ղᮍ払㔠

　これら時価は、一定期間ࡈとに༊分したമ務ࡈとに、その将来ࢩࢵࣕ࢟ 、ローとࣇࣗ・

ᨭ払期日までの期間及びಙ用リスクをຍした利⋡を基に引⌧ᅾ価್法により算定

しており、ࣞ࣋ル２の時価に分類しております。

ճཷ入保証㔠

　これらの時価は、ᕷ場価㢠がなく、かつ将来ࣇ・ࣗࢩࢵࣕ࢟ローがほᐹ不能であ

ることから、ࣞ࣋ル３の時価に分類しております。

㸶㸬㈤貸等不動産に関する注記

�1� ㈤貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、ᮧᕷ内において、本社ᘓ物を㈤貸しております。

�2� ㈤貸等不動産の時価等に関する事項　

　　

㸷㸬関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありませࢇ。

１㸮㸬１株当たり報に関する注記

�1� １株当たり⣧資産㢠　　４㸳�㸮㸵㸷１２㖹

�2� １株当たり当期⣧利益　　 ２１㸶４㸷㖹

１１㸬重要なᚋ発事象に関する注記

　該当事項はありませࢇ。

（注）個別注記表の記載㔠㢠は、表示༢ᮍ‶の➃ᩘを切りᤞてて表示しております。

 

(注)１㸬貸借対照表計上㢠は、取得ཎ価からῶ価ൾ༷⣼計㢠及びῶ損損ኻ⣼計㢠

　　　　　を᥍除した㔠㢠であります。

　　　２㸬当期ᮎの時価は、主として不動産㚷定士による評価に基づいて算定した

　　　　　㔠㢠であります。　　　

貸借対照表計上㢠 時　　価

独立監査人の監査報告書

2021年5月20日長崎国際航空貨物ターミナル株式会社

取　締　役　会　御中

如水監査法人

公認会計士 内　田　健　二 印
指 定 社 員
業務執行社員

謄　本

監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、長崎国際航空貨物ターミ

ナル株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第30期事業年度の計算書類、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその

附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監

査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定

に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他

の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の

報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお

らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の

過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識

との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に

その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断

した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重

要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した

内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該

事項を開示する責任がある。

　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正

又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告

書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示

は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の

利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ

れる。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の

過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施

する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監

査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので

はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を

立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ

れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、

また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書

類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の

注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明すること

が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可

能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書

類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正

に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め

られているその他の事項について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以　　上
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監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、長崎国際航空貨物ターミ

ナル株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第30期事業年度の計算書類、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその

附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監

査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定

に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他

の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の

報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお

らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の

過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識

との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に

その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断

した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重

要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した

内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該

事項を開示する責任がある。

　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正

又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告

書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示

は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の

利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ

れる。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の

過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施

する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監

査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので

はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を

立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ

れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、

また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書

類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の

注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明すること

が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可

能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書

類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正

に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め

られているその他の事項について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以　　上
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監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、長崎国際航空貨物ターミ

ナル株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第30期事業年度の計算書類、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその

附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監

査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定

に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他

の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の

報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお

らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の

過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識

との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に

その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断

した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重

要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した

内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該

事項を開示する責任がある。

　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正

又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告

書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示

は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の

利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ

れる。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の

過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施

する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監

査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので

はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を

立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ

れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、

また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書

類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の

注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明すること

が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可

能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書

類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正

に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め

られているその他の事項について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以　　上

2022年5月25日

監　査　報　告　書 謄　本

長崎国際航空貨物ターミナル株式会社

長崎国際航空貨物ターミナル株式会社

ᖖ監査役

௦表取締役社長 ᵝ

長　濵　海　介

辻　本　政　美

印

　当監査役は、２㸮２１年４月１日から２㸮２２年３月３１日までの第３㸮期事業年度の

取締役の職務の執行に関して、監査方針に基づきᑂ査のうえ本監査報告書を作成し、以下

のとおり報告いたします。

１� 監査役の監査の方法及びその内容

監査役は、取締役等との意思通をᅗり、報の集にດめるとともに、取締役会そ

の他重要な会㆟にฟᖍし、取締役等からその職務の執行状況について報告をཷけ、必要

に応じてㄝ明を求めました。ేせて重要な決書類等を㜀ぴし、業務及び財産の状況を

ㄪ査いたしました。

また、取締役の職務の執行が法௧及び定Ḱに適合することを確保するための体制及び

その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制に関しては、取締役会決㆟及

び当該決㆟に基づいた整備状況を検証いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを検

証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告をཷけ、必要に応じ

てㄝ明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主

資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２� 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

一㸬事業報告及びその附属明細書は、法௧及び定Ḱに従い、会社の状況を正しく示

しているものと認めます。

㸬取締役の職務の執行に関する不正の行Ⅽ又は法௧ⱝしくは定Ḱに違する重

な事実は認められませࢇ。

୕㸬体制整備に関する取締役会㆟及び当該体制整備に関する取締役の職務の執行に

ついて、相当であると認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　 会計監査人、如水監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
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